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令 和 ３ 年 ６ 月 定 例 会 

 

令和３年６月７日（月曜日） 
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◎ 議 事 日 程 

 

令和３年６月７日（月） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。ただい

まの出席議員数は13名であります。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○漆山光春議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は８名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は５番吉田芳美議員、２番目は10番

木村章一議員、３番目は12番細矢誓子議員、

４番目は９番丹野貞子議員、５番目は11番石

垣光洋議員、６番目は３番槙正義議員、７番

目は７番阿部恭平議員、８番目は２番齋藤隆

議員、以上のとおり決定しております。 

   本日は、11番石垣光洋議員までとします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

                  質 問 通 告 書 

                令和３年６月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

 ５番 吉田芳美議員 

 

１ 新型コロナウイル

ス「ワクチン接種」に

ついて  

⑴ 65歳以上の高齢者に対するワクチン接種希望者

への実施状況について 

⑵ 高齢者施設に入居する方へのワクチン接種状況

について 

⑶ 16歳以上の方へのワクチン接種について 

⑷ 15歳以下の低年齢層へのワクチン接種について  

２ 新型コロナウイル

ス感染拡大により、大

きな影響を受ける事

業者に対して支援金

を交付する事業など

⑴ 河北町持続化支援金(上限30万円)の申し込み状

況について 

⑵ 対象者の売上げ(３月、４月、５月)が前年同月

比または前々年同月比で30%以上減少した者とし

た根拠について 
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について ⑶ 予算額を余すことなく町内事業所への交付に充

てる事について 

⑷ 町民全員に配る3,000円分のかほくほくほく応

援券事業の概要について 

３ 防災・危機管理体制

の整備強化について 

⑴ 総務課内に「防災・危機管理室」が設置された

が、これまでの環境防災課との変更点について 

⑵ 各地区の自主防災会組織が高齢化と担い手不足

で弱体化している。地域防災力を高めるために何

を成すべきかについて 

⑶ 賃貸アパートの住民は町内会に未加入な方が多

く、地域との交流はいっさいない中で、アパート

住民への災害発生に備えた行政指導内容について 

１０番 木村章一議員 １ これから取り組ま

れる64歳以下の新型

コロナのワクチン接

種は、ワクチン供給を

軸に、高齢者と同様に

地域順の集団接種を

中心にしてはどうか。

  

⑴ 河北町の地域番号順にワクチン接種する方式

は、電話などでの申し込みの手間が無く、早く接

種が進み、接種できるおよその日程が分かり、良

い方式と評価する声が多いので、64歳以下の町民

の接種にも適用してはどうか。 

⑵ 医療機関で接種する方法は、かかりつけ医のあ

る町民には望まれているが、かかりつけ医を持た

ない町民には、集団接種が向いているのではない

か。 

⑶ できるだけ速やかにワクチン接種を進めるに

は、ワクチンの供給を軸に、地域順の集団接種を

基本とし、地域間の公平感を保つため、地域の順

番を変更してはどうか。 

２ 新型コロナの収束

までは、引き続き感染

対策が重要で、クラス

ターを発生させない

対策として、感染が安

価で手軽にすぐ分か

る抗原検査を、効果的

に取り入れてはどう

か。 

⑴ 抗原検査キットは、１回分が数千円と安価で、

自分で唾液から、数十分で新型コロナに陽性かど

うか検査でき、精度は 90数％といわれている。身

近な人が新型コロナに感染した時や、体調不良な

どで感染が心配な時などに活用できるのではない

か。 

⑵ 国としても、クラスターにさせない対策として、

施設や学校、職場などで、感染が安価で手軽にす

ぐ分かる抗原検査キットの活用をすすめており、

町として町民への情報提供と、抗原検査キット活

用に支援をしてはどうか。 

３ 山林火災や豪雨災 ⑴ 人手不足が深刻な消防団員の確保に向け、総務
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害、日々の予防消防ま

で活動している消防

団員の、報酬と出動手

当を適切な額に引き

上げるべきではない

か。 

省消防庁の通知にあるように、報酬と出動手当を

大幅に引き上げる見直しをすべきではないか。 

４ 空き家対策を進め

るため「河北町空き家

等の適正管理に関す

る条例」を改正し、行

政代執行で町が所有

者に代わって空き家

の解体などができる

ようにすべきではな

いか。 

⑴ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態などの、特定空き家の件数

と状態はどうか。 

⑵ 現行の条例に、行政代執行の可否を判断する審

議会の設置や、行政代執行の項目を加えるべきで

はないか。 

１２番 細矢誓子議員 １ 本町における「ヤン

グケアラー」の認識と

対策について  

⑴ 本町での「ヤングケアラー」の実態の把握と人

数の調査について 

⑵ 子ども達が気軽に相談できる「窓口」の設置に

ついて 

⑶ 「ヤングケアラー」の周知について 

⑷ 孤立しがちな子ども達にどんな支援が出来るの

かについて 

⑸ 学校での気づき、地域での気づきを、救済の為

にどのようにつないでいけるかについて 

２ 「地域力」の育成・

向上に向けた本町の

支援策について  

⑴ 人材育成に寄与する有効な手段について 

⑵ 地域独自の「地域防災計画」の作成時に本町が

支援できる施策について 

⑶ 自治体職員が地域活動に参加する利点について 

⑷ 世帯数の少ない町内会が協働して「地域力」を

高めていく施策について 

⑸ 「地域力」が町を築いていく事の認識について 

 ９番 丹野貞子議員 １ 溝延橋～三泉橋区

間の「寒河江川溝延桜

堤」を桜の開花時期に

合わせ、一方通行規制

することについて 

⑴ 溝延桜堤の開花期間の車両の通行状況の把握に

ついて 

⑵ その年の開花最盛時期に合わせて５日間位、溝

延橋から三泉橋に向けて一方通行規制を行い、交

通安全対策を行ってはどうか。 

⑶ 桜堤上流寒河江学園近くの公園駐車場に、日時
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指定の進入禁止と住吉屋方面への迂回路お願いの

立て看板を設置してはどうか。 

⑷ 三泉橋方面から来る車も溝延橋方面から来る車

も、交通規制期間は住吉屋方面に流れるよう寒河

江市と協議し安全な交通の流れを作ることについ

て 

⑸ 一方通行規制期間の10時から15時までは侵入禁

止看板場所に係の人員を配置してはどうか。 

２ 寒河江川の桜堤の

桜の剪定計画と河津

桜を増やすことにつ

いて 

⑴ 桜の剪定時期だと思うが、今後の計画について 

⑵ 早咲き品種の河津桜を増やす計画について 

 

１１番 石垣光洋議員 １ 新型コロナウイル

ス感染症対策につい

て 

⑴ ワクチン接種の見通しを伺う。 

⑵ コロナウイルス感染の検査について伺う。 

⑶ 今後の町の対応について伺う。 

２ 農業政策について ⑴ 米価下落が予想されるが対策について伺う。 

⑵ サクランボの生産見通しについて伺う。 

⑶ 所得向上対策について伺う。 

３ 自殺対策について ⑴ 自殺の予防について伺う。 

⑵ 学校、教育現場における自殺予防について伺

う。 

 ３番 槙 正義議員 １ 昨年７月の豪雨災

害時の避難対応、とり

わけ避難所開設・運営

について、避難者から

多くの意見が出され

ていることの検証と

今後の対策について  

⑴ 避難所開設・運営と自主防災会との関わりにつ

いて伺う。 

⑵ 避難行動要支援者の避難支援と個別計画の点検

について伺う。 

⑶ 町は地区ごとに実践的防災訓練を行い、住民の

安全・安心に繋げることについて伺う。 

 

２ 紅花資料館は、紅花

に特化した全国的に

も貴重な資料館であ

るが、恒常的に入館者

の減少が続いている。

入館者の満足度を高

める努力を行い、入館

者数の回復を図る取

り組みについて 

⑴ 紅花資料館の入館者を増やす、抜本的検討の必

要性について伺う。 

⑵ 本年度から紅花資料館長、学芸員の配置を行っ

ているが、その狙いと具体的仕事について伺う。 

⑶ 年間を通して栽培される紅花活性化施設と紅花

資料館の効果的連携について 
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３ 本町の観光資源で

ある「いもこ列車」の

運行と「いもこ列車・

谷地軌道物語」につい

て 

⑴ いもこ列車の運行を楽しみに町内外から多くの

家族連れが訪れ、町の賑わいと活気に繋がってい

る。運行回数の増加、児童動物園と連携したイベ

ントなど、賑わいのあるまちづくりについて伺う。 

⑵ 谷地軌道研究会が出版した「いもこ列車・谷地

軌道物語」は、谷地の大正から昭和初期にかけて、

いもこ列車と本町の経済発展の動きを伝えたもの

で、現在、動態保存されているいもこ列車と関連

付け、活きた郷土史として広くＰＲすることにつ

いて伺う。 

 ７番 阿部恭平議員 １ 今後の町の観光に

ついて 

⑴ 紅花資料館の運営方針について 

⑵ 町全体の観光の方向性について 

２ コロナ禍での経済

対策と町全体のモチ

ベーションの向上に

ついて 

⑴ 飲食店の利用促進について 

⑵ アフターコロナを見据え、町民が希望を持てる

ような施策について 

３ 令和２年７月豪雨

災害を受けての今後

の防災について 

⑴ 減災・防災の推進について 

 ２番 齋藤 隆議員 １ 「河北町建築物耐震

改修促進計画」の改定

について 

⑴ 令和３年度から令和 12 年度までを計画期間と

して改定した「山形県建築物耐震改修促進計画」

についての認識はどうか。 

⑵ 県の改定に伴い「河北町建築物耐震改修促進計

画」を見直すべきと考えるがどうか。 

 

○漆山光春議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、５番吉田芳美議員の一般質問を行

います。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） おはようございます。 

   それでは、一般質問をさせていただきます。 

   私の最初の一般質問の質問事項の１は、新

型コロナウイルスワクチンの接種状況につい

てお伺いしたいと思います。 

   感染力が強く、重症化リスクの高い変異株

Ｎ501Ｙに県内も置き換わったとの報道です。

自分を守るため、家族を守るため、周囲の人

を守るため、町民は一刻も早いワクチン接種

を希望し、待機している状況です。 

   本町も４月26日から65歳以上高齢者へのワ

クチン接種希望者に対する集団接種が西里、

溝延、谷地、北谷地、元泉の順に開始されて

おります。医療従事者をはじめ多くの関係者

のご努力により、順調に接種が行われている

ことにまず感謝を申し上げたいと思います。 

   政府は、６月の最終週までに都道府県に対

して高齢者全員が２回の接種ができる量を配

分するとして、７月末完了を目指すと発表し

ました。河北町における見通しについて町長

答弁を求め、４点質問いたします。 

   １点目は、65歳以上の高齢者へのワクチン
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接種の状況についてお伺いいたします。 

   ２点目は、高齢者施設に入居する方へのワ

クチン接種の状況についてお伺いいたします。 

   ３点目は、16歳以上の一般人向けワクチン

接種は今後どのようになるのか、検討内容を

お伺いしたいと思います。 

   ４点目は、15歳以下の低年齢層へのワクチ

ン接種は今後どのようになるか、お伺いした

いと思います。 

   質問事項の２に移らせていただきます。 

   新型コロナウイルス感染拡大により大きな

影響を受ける事業所に対して支援金を交付す

る事業などについてお伺いいたします。 

   内閣府５月18日発表の2021年１月から３月

の国内総生産（ＧＤＰ）が年率で5.1％減と発

表がありました。新型コロナウイルスの影響

により、４月から６月期もマイナス成長とな

る見通しのようです。 

   終息時期が見通せない中で、雇用関係も

日々悪化してきております。国の新型コロナ

感染症対応地方創生臨時交付金（予算額6,000

万円）を最大限に活用し、町内の事業所への

事業継続に資する支援金を交付する事業につ

いて伺います。 

   また、地元消費の拡大及び地域経済の活性

化を図るため、町民１人当たり3,000円分の応

援券、これも予算額6,000万円を、世帯ごとに

商品券として配付し、消費喚起を促す事業に

ついてお伺いいたします。 

   ４点質問いたします。 

   １点目は、６月１日から受付が開始された

河北町持続化支援金（上限30万円）の申込み

状況についてお伺いいたします。 

   ２点目は、給付条件として対象者の売上げ

（３月、４月、５月）が前年同月比または前々

年同月比で30％以上とした根拠についてお伺

い申し上げます。 

   ３点目は、予算額を余すことなく町内事業

所への交付に充てることについてお伺いいた

します。 

   ４点目は、町民全員に配る3,000円分のかほ

くほくほく応援事業についてお伺いいたしま

す。 

   続きまして、質問事項の３に移らせていた

だきます。 

   防災・危機管理体制の整備強化についてお

伺いいたします。 

   今年の水防訓練が５月23日に開催されまし

た。昨年の７月豪雨災害で甚大な被害を被っ

た押切地区を会場に、命を守る行動として、

介助が必要な方への避難行動要支援者の引率、

地区住民に対する避難支援訓練、自主防災会

による地区民安否確認など、従来と異なった

実践的な水防訓練であったと感じました。令

和２年７月豪雨災害の課題を教訓に、振り返

りをしっかりと行い、役割分担の下、役割の

明確化で災害発生の直後、誰が何をするか、

取決めと訓練の繰り返しこそが最も重要では

ないでしょうか。 

   今般の組織改編で、環境防災課が廃止され

ました。４月からは総務課内に防災・危機管

理室が配置され、防災体制の強化を図るとの

ことであり、大いに期待するものです。 

   懸念事項の一つとして、毎年度の職員の人

事異動により、災害発生時に部署別で班体制

を整えている現場派遣や避難所運営業務が異

動により一変することです。災害は、今後毎

年やってくることを想定し、７月豪雨災害で

体験した職員の貴重な教訓をゼロリセットす

ることなく、次の災害に生かす派遣チームの

班編成を求めたいと思います。 

   また、避難所では上司からの指示待ちでは

なく、職員自ら各持ち場の責任者として共助

に向けて指揮命令を出せるように求めたいと

考えます。 

   令和２年７月豪雨災害で、自主防災組織が
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機能しませんでした。組織の高齢化が進んで

います。担い手不足も否めません。働き手の

多くは町外への勤務です。行政の負担を減ら

すべく、自主防災組織の重要性は高まるばか

りですが、体に無理の利かない高齢者が役員

に名を連ねているのが現状です。区長の短期

交代もあり、継続性に課題も生じます。あれ

もこれもとはいきません。このような地域状

況を鑑みて、自主防災力を高めるために何を

なすべきかなど、お伺いいたします。 

   私の住む町内会、高南ですが、経営者の異

なる７物件の賃貸アパートがあります。外国

人の男女30名ほどを含め、約100名ほどの方が

居住していると思います。町内会には未加入

であり、地域との交流は一切ありません。ア

パート居住者に対する災害に備えた指導につ

いて、行政はどのように取り組んでいるので

しょうか。 

   ３点質問いたします。 

   １点目は、総務課内に防災・危機管理室が

設置されましたが、これまでの環境防災課と

の違いについてご説明ください。 

   ２点目は、各地区の自主防災組織が高齢化

と担い手不足で弱体化しています。地域防災

力を高めるために何をなすべきかについてお

伺いしたいと思います。 

   ３点目は、賃貸アパート住民は町内会に未

加入な方が多く、地域との交流は一切ない中

で、アパート住民への災害に備えた行政指導

についてお伺いしたいと思います。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○漆山光春議長 ５番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。５番吉田

芳美議員の一般質問にお答えいたします。 

   最初に、新型コロナウイルスワクチン接種

についてお答えいたします。 

   １点目、65歳以上の高齢者に対するワクチ

ン接種希望者への実施状況について申し上げ

ます。 

   河北町における65歳以上の高齢者に対する

ワクチンの接種につきましては、４月26日か

らサハトべに花を会場とする集団接種を基本

として開始いたしました。事前に65歳以上の

方に接種の申込みを取らせていただき、接種

を希望された方に地区順にご案内を差し上げ

ております。 

   申込者数は、施設入所者を除き、６月１日

現在で5,893人となっております。町内の65

歳以上の高齢者の約85％の方が申し込まれて

いる状況であります。 

   また、集団接種会場まで来場する交通手段

を確保するため、希望される方にマイクロバ

スでの送迎も行っております。 

   接種状況ですが、町医師会のご協力をいた

だきながら、６月１日現在で１回目の接種に

ついては2,089人、申込みされている方の約

35％の方が接種を終了しております。 

   町では、国の方針に基づき、７月末までの

高齢者の２回接種完了に向けて、１回当たり

の接種人数を増やし、接種時間を延長し、加

速して実施している状況でございます。 

   ２点目の高齢者施設に入居する方へのワク

チン接種状況について申し上げます。 

   高齢者施設の入所者への接種につきまして

は、それぞれの高齢者が入所している施設内

で、嘱託医や施設の医師などにより接種する

こととなっております。ワクチンの供給状況

や施設側の接種体制が整ってから接種を行う

こととなっておりまして、５月23日、まとま

った量のワクチンが供給されたことを受けま

して、町内の高齢者入所者施設である眺葉園、

眺葉の家、紅寿の里、ひいなの里、この４施

設側において嘱託医との打合せを終え、接種
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体制が整ったところから具体的日程を整え、

現段階での情報では眺葉園では５月31日から、

眺葉の家では６月３日から、既に順次接種を

開始しております。また、紅寿の里とひいな

の里につきましては、まだ具体的日程は承知

しておりませんけれども、６月中に接種を開

始するというふうに聞いているところであり

ます。 

   ３点目、16歳以上の方へのワクチン接種に

ついて申し上げます。 

   16歳から64歳までの方につきましては、新

型コロナワクチンの優先順位を医療従事者、

高齢者、基礎疾患を有する者、高齢者施設な

どの従事者の次に位置づけております。現在

行っております高齢者の方への接種が終了し

た後に、ワクチンの供給量などを踏まえて順

次接種を開始していきたいと考えております。 

   ワクチン接種を希望される方が安全かつ迅

速に接種できるよう、町医師会等からのご意

見、ご協力をいただきながら、現在、接種の

方法、時間、案内の出し方、接種順番など、

具体的に検討を鋭意進めているところであり

ます。 

   ４点目の15歳以下の低年齢層へのワクチン

接種について申し上げます。 

   この点につきましては、５月31日に厚生労

働省から通知がありまして、令和３年２月17

日から令和４年２月28日までの期間において

12歳以上となる者を予防接種の対象に拡大す

るとの変更がなされました。 

   16歳以下の方々への接種方法、時期などに

ついては、今後国の指導などを踏まえながら

検討を進めてまいります。 

   次に、新型コロナウイルス感染拡大により

大きな影響を受けている事業者に対する支援

金の交付について申し上げます。 

   まず、１点目の河北町の持続化支援金（上

限30万円）の申込み状況について申し上げま

す。 

   この６月１日から申請受付を商工観光課の

ほうで行っております。始まったばかりで、

６月３日現在では３件の申請をいただいたと

いう状況であります。 

   申請方法は、対面接触を避けるため、原則

郵送での申込みをお願いしているところでご

ざいます。 

   ２点目、対象者の売上げ（３月、４月、５

月）が前年同月比または前々年同月比で30％

以上減少した者としたその考え方の根拠につ

いて申し上げます。 

   これまで感染症に対する経済対策といたし

まして様々な支援策を実施してまいりました。

その中で、昨年、30％以上売上げが減少した

事業者を対象とした持続化支援金の事業を実

施させていただいたところであります。 

   また、雇用調整助成金の特例措置の要件や、

先行して実施した自治体等の事例も参考にさ

せていただきながら、今回も昨年度と同様、

30％以上の売上げ減少の事業者を対象とさせ

ていただいたところでございます。 

   なお、昨年度と違う点は、昨年度は国の持

続化支援金が５割以上の方にありましたので、

今回はそれも含んで30％以上ということでさ

せていただいたところであります。 

   ３点目の、予算額を余すことなく町内事業

所への交付に充てることについて申し上げま

す。 

   １点目の質問でも答弁させていただきまし

たけれども、６月１日から申請の受付を開始

しておりますけれども、想定としては約400

社への支援を見込んで、予算措置をお願いし

ているところであります。事業者の事業継続

に活用していただけるよう、この制度の中身

をしっかり周知してまいりたいというふうに

考えております。 

   ４点目の町民全員に配る１人3,000円分の
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かほくほくほく応援券事業について申し上げ

ます。 

   地元消費の拡大及び地域経済の活性化を図

るため、町民１人当たり3,000円分の応援券を

世帯ごとに配付し、消費喚起を行うことを目

的として実施するものであります。 

   取扱事業所は、町内に本店のある事業所、

または町内に店舗のある飲食店で利用でき、

募集を行ったところ、現在158事業所から応募

をいただいております。 

   ６月中には各世帯に商品券を発送し、７月

１日から９月30日までご利用していただくこ

とになります。ぜひ有効にご活用いただき、

地元消費の拡大、地域経済の活性化につなげ

てまいりたいと考えております。 

   次に、防災・危機管理体制の整備強化につ

いて申し上げます。 

   １点目の、総務課内に防災・危機管理室が

設置されたが、これまでの環境防災課との変

更点について申し上げます。 

   令和２年度までの防災・危機管理体制につ

きましては、防災、消防、交通安全などは環

境防災課防災係の業務、新型コロナウイルス

感染症対策をはじめとする危機管理は総務課

総務係の業務というふうに、二元化している

状況でありました。 

   近年、災害が頻発化し、激甚化する中にあ

りまして、安心・安全なまちづくりを推進し、

町民の皆様の命を守るためには、危機管理も

含め指揮命令系統や情報集約等を一元化する

ことが必要と考え、組織を再編したところで

あります。 

   また、人事面では防災・危機管理監と主幹

の２人の管理職を配置するとともに、本町と

しては初めて防災専門員を任用いたしました。

町内会版のタイムラインの作成支援、避難訓

練に関する指導・助言、避難行動要支援者避

難支援の相談などといった業務を担っていた

だいております。 

   ２点目の、各地区の自主防災組織が高齢化

と担い手不足で弱体化している。地域防災力

を高めるために何をなすべきかという点につ

いて申し上げます。 

   自主防災組織につきましては、活動に必要

な資機材の購入費補助、自主防災組織連絡協

議会における活動報告や情報交換などを通し

て、積極的な育成に取り組んできたところで

あります。 

   町の地域防災計画の中では、情報班、消火

班、救出・救護班、避難誘導班、給食・給水

班などを編成すること、そういった点と、自

主防災組織の編成上の留意事項といたしまし

て女性の参画、昼夜間の活動に支障がないよ

うな組織編成の検討、水防活動や崖崩れなど

の巡視など、地域の実情に応じた対応、専門

家や元消防団員など経験者の活用を掲げてお

ります。 

   具体的な組織づくりにつきましては、地域

の実情に沿ってそれぞれ自らお決めいただく

ことではございますが、今後は先ほど申し上

げました留意事項や計画の中で位置づけてい

る自主防災組織の活動内容について理解を深

めるとともに、訓練にも取り組んでいただけ

るよう、対応を行ってまいります。 

   また、昨年の災害の際に自主防災組織が機

能しなかったとの課題も出されております。

昨年の豪雨の反省点や訓練を通して、必要な

見直しを図っていただけるように取り組んで

まいりたいと考えております。 

   組織の高齢化と担い手不足というご指摘で

すが、確かに日中、若い世代の多くは地元を

離れて仕事をされているわけですが、その中

でもやっていただけること、例えば仕事が休

みのときの地区の避難訓練に参加してもらい、

地域ぐるみで避難することの意識を高めてい

ただくとともに、地区内でしっかりと話合い
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と訓練を重ねていただき、休日や夜間などを

含む動ける組織づくりの一翼を担っていただ

きたいと考えているところであります。 

   自主防災組織は、まさに共助の取組となる

わけですが、地域防災力の向上に向け、町内

会版のタイムラインの作成支援や避難訓練に

関する指導・助言等に取り組んでまいりたい

と考えており、防災専門員を中心に自主防災

組織に関する悩み事や避難訓練を行う際の留

意点などについて助言、働きかけを行い、地

域全体での取組が推進されるよう努めてまい

ります。 

   関連して、町の地域振興総合交付金におい

て、安全・安心の地域づくりの事業として防

犯、防火、交通安全等の啓発活動を実施する

区や防災訓練を実施する区に対して支援を行

ってきておりますけれども、今年度から新た

に町内会版の防災行動計画、タイムラインを

作成する区や、作成のための活動を行う区に

対しても支援するよう、支援対象を拡大した

ところであります。 

   ３点目のアパート住民への災害発生に備え

た行政指導内容について申し上げます。 

   ご指摘のとおり、町内のアパートなどに入

居されている方の多くは町内会に加入されて

おりませんが、広報かほくなど町からのお知

らせはその都度郵送しております。また、８

月中旬までに全戸に配布を予定しております

避難所マップにつきましても、戸別にお届け

いたします。 

   町内会に加入していない方々については、

町からの配布物や防災行政無線の放送、町の

ホームページ、エリアメールなどで情報を入

手し、独自に避難していただくしか方法はな

いというのが現状ではあります。町内会に加

入されていないアパートなどの入居者、ある

いは自主防災会が組織化されていない集合住

宅にお住まいの方に対する防災上の啓発活動

につきましては、大きな課題であると認識し

ており、区長さんや民生委員・児童委員など

の地域の実情に詳しい方々のご意見も伺いな

がら、検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   それでは、ワクチンのほうからいろいろ質

問させていただきます。 

   河北町は、本当にワクチン接種に当たって

は大きいトラブル等もなく、また接種を受け

られた方もそんなに苦にならないような感じ

で、スムーズだったというふうな答えが大半

かなという内容で、非常に行政のほうの仕組

みづくり、これがうまくいっているなという

ふうに思った次第でございます。 

   昨日の新聞に、金山町のほうが高齢者1,700

名全て２回目の接種が終わったというふうな

報道がなされました。1,700名と河北町5,900

名というふうな内容で、数は圧倒的にこちら

のほうが多いわけなんですが、先ほど町長答

弁の中で７月末までには終わりたいと。ワク

チンの供給関係によりますがというふうな話

がありましたので、その辺のところをもう少

し聞かせていただければありがたいなと思い

ます。ワクチン関係が予定どおりに入ってき

たときに、７月上旬で終わるのか、もしくは

中盤なのか、７月ぎりぎりなのか、その辺の

ところをお聞かせください。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 高齢者の65歳以上のワ

クチン接種につきましては、町民の皆様のご

協力をいただきながら、今地区ごとに進めさ

せていただいているところでございます。 
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   国の指針といいますか指導によりまして、

７月末までには終わるような体制を取りなさ

いということでございまして、当初我々とし

まして、４月26日から接種を開始した当時は

100人からまずスタートさせていただいたと

ころでございます。その後、ある程度慣れて

きたといいますか、いろんな不都合なところ

を改良しながら、120人にも人数をアップさせ

ていただきまして、そして町医師会の皆様方

のご協力をいただきながら、時間を延長して、

180人で現在やっているところでございます。

180人の実施でいきますと、町民の高齢者、希

望される方5,900人に対しまして２回の接種

を７月末まで終えるというようには計画でな

っているところでございます。 

   そのワクチンでございますけれども、５月

23日以降、６月末までにワクチンが入る予定

を国のほうで出していただいているところで

ございます。そのワクチンが来ることになり

ますと、７月末までには終了するということ

でございます。 

   ただ、ワクチンの入荷状況につきましては、

何回かに小分けしながら来ることになってお

りますので、その小分けするのが何日入るか

という具体的な日程についてはまだ来ないと

ころではございますけれども、国のほうでは

６月末までにはワクチンが65歳以上の分につ

いては全て入るというようなことでございま

すので、７月末までには全員の接種を終える

予定でおります。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 昨日は日曜日で、サハ

トのほうで177人の方が接種が終わったとい

うふうな内容で、非常に順調かなというふう

に思っています。 

   ワクチンの供給が順調に進めば、７月末ぎ

りぎりでない状態で河北町は多分終わるのか

なというふうには思いますが、その辺のとこ

ろ、本当に次の控え組もたくさんいますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

   私の地域にも、６月13日の日曜日に打ちま

すよというふうなはがきをいただきました。

これはすごくやっぱりうれしいんですね。皆

さん待ってらっしゃるんですよ。そして、聞

かれることは「いつはがき来るの」と、これ

が大半の地元の声かなというふうに思ってい

ますので、できるだけ、何度も言うように注

射を打てばある程度安全が担保できるという

ふうな内容で町民は考えていますので、より

分かるような形で次につなげていただければ

よろしいかなというふうに思います。 

   天童市のほうは、医療従事者1,800名に対し

て２回目のワクチンが全て接種が終わったと、

そのような報道がなされました。河北町の状

況について伺います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 医療従事者の接種につ

きましては、県のほうで実施しているところ

でございます。その接種状況については、具

体的なものは承知していないところでござい

ます。ただ、町医師会の皆様方にいろいろ聞

きますと、２回目接種は終えたというような

話を聞いているところでございます。河北町

におきましては、河北病院で実施されている

ということでございますけれども、具体的な

状況については承知していないところでござ

います。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 町のホームページには、

接種の順位というふうな内容で、イの一番に

やはり河北町は医療従事者というふうなこと

が書いてあります。今課長のほうからは、承

知していないと。そういうふうな内容じゃな

くて、やはり医療従事者、一番最初は多分600

名ぐらいいらっしゃいますよというふうなお

話がございましたので、医療従事者はもう全
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て接種が終わっていますよと、なおかつ一般

の方、あと２回目、１回目、待ってらっしゃ

る方に、医療従事者は全て打っていますから

安全ですよと、そういうふうな声がけをぜひ

する必要が私はあるんじゃないかなというふ

うに思います。確実に河北町の医療従事者の

数字をチェックいただいて、ご報告をお願い

したいなというふうに思っております。 

   あと、副反応というか、もう既に２回目が

終わったというふうな方も800名近くいらっ

しゃいますが、１回目、２回目、どうなんだ

ろうなというふうなことで、注射を打つ前の

不安を非常に抱えてらっしゃる方も確かに多

いと思います。天童市なんかは、副反応があ

るのが当たり前だと、そういうふうな、ちょ

っと強制なんかもしているんですね。効いて

いる証拠だと。実際のところ、打ってみない

となかなか分からない。特に２回目が少しき

ついんだというふうな方が圧倒的に多いとい

うふうなことなんかもありました。千葉のほ

うの大学で医療従事者1,700名の追跡調査を

したときに、１回目も２回目も先生方が見て、

多少通常の体でないなというふうな変化とい

うやつは確実に捉えられたというのが９割ぐ

らいあるんだと。それがやっぱりワクチンが

効いている証拠だというふうなことなんかも

ありましたので、河北町の実態について、も

しそういうふうな追跡調査を多少やられてい

るんでしたらお聞かせください。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 １回目、２回目という

ことで、接種しているところでございますけ

れども、１回目の接種の中で、副反応、アナ

フィラキシーというわけではなくて、ちょっ

とした症状があった、そういった副反応があ

る方はこれまで、接種されて15分から30分の

経過時間を見るわけですが、その中では２名

の方がそういった状況があったようでござい

ます。１人につきましては、ちょっと血圧が

上がった方、それからもう１人につきまして

は、少しめまいがするような感じで、30分ぐ

らい休んでいただいて、ご家族の方と一緒に

帰られたというような状況でございました。 

   ２日目あたりに何らかの症状があるという

ような、そういった連絡は特に来ていないと

ころですけれども、それぞれちょっと聞いて

みますと肩に違和感があるような、ちょっと

腕が上がらないとか、それぞれ個人差はある

ようでございますが何らかの症状はあるとい

うように聞いているところでございます。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   では次の質問なんですが、64歳以下、一般

の方、そして先ほど町長答弁で15歳というふ

うな内容じゃなくて12歳以上になったという

ふうなことですので、12歳以上64歳までの一

般の方の接種について、今高齢者のほうが７

月末までに終われば、その後引き続いてすぐ

打てるような検討をなさっているのかどうか。

それとも、生産人口というふうな内容で、行

動範囲が非常に多い方がいらっしゃる年齢層

になってきますので、どういうふうなことを

想定しながら検討を重ねているのかなという

ふうなことをお聞かせ願いたいと思います。 

   先ほど町長は、やはり町の医療関係者のお

話、ご意見をいろいろいただきながら、そし

て様々な国、自治体の状況とか、そんなこと

を進めながら考えたいと。ただ、政府はワク

チンを供給するだけで、あとは自治体でうま

くやってくださいというのが基本方針のよう

に私はちょっと見受けられますので、河北町

としてどのように64歳以下12歳以上のワクチ

ン接種について今日の時点でお考えになって

いるのか、お聞かせください。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 
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○堀米清也健康福祉課長 65歳以上の高齢者の接

種が、一応７月末をもって終了することとな

っております。よって、それ以降に64歳以下

の方については実施する方向で検討させてい

ただいているところでございます。 

   国の方針としましては、まずは基礎疾患の

ある方、それから高齢者施設等に従事されて

いる方を優先的にと示されておりますので、

町としてもそういった方向では考えていると

ころでございます。 

   具体的に接種の方法、接種時間、それから

例えば曜日、それからどういった形でやるの

か、そこにつきましては今医師会と調整中で

ございます。基本としては、これまでやって

きた集団接種のやり方について、大変町民の

皆様方にはストレスなく、スムーズに接種さ

れていたのかなというふうには思っておりま

すので、そういったことも含めながら、今医

師会と調整中でございますので、町民の皆様

がスムーズに接種できるような方向で検討さ

せていただいているというような状況でござ

います。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   もう６月の初旬が終わって、間もなく中旬

になる、そして６月末、７月というふうな内

容で、残りもそうそうないし、今度は5,900

人よりさらに多い人数というふうに考えます

と、やはり医療機関、お医者さんの負荷とか、

あとそこに携わるスタッフの皆さん、あと役

場職員の皆さん、相当やはり大きい労力が必

要なのかなというふうには思っています。効

率的にも、ある程度までは上がったにしても、

それ以上頑張れ頑張れというふうな内容にも

当然これはいかない話になってきますし、年

齢層が40代ぐらいもう違ってくるというふう

な状況にもなりますので、しっかりとその辺

のところは見極めをしていただいた上で、町

民のほうにぜひお示しいただきたいなという

ふうに思っている次第です。 

   とにかく、今の状況は非常に良好だという

ふうに多くの町民が思っておりますので、課

長を先頭にして実践部隊の皆さん、本当にご

苦労をおかけいたしますが、よろしくお願い

したいと思います。 

   次の質問に入らせていただきます。 

   支援金関係、町内の事業所のほうで非常に

困られている方というふうな内容がたくさん

出ていますので、そちらのほうの質問に向け

させていただきます。 

   まず第１点目は、河北町持続化支援金、ま

だ６月１日から始まったばかりで、３件です

よというふうな内容なんですが、非常にこれ

も金額的には6,000万円というふうな多額の

お金になりますので、しかも国のほうから出

るというふうな内容で、町の財政的には非常

にありがたい話かなというふうには思います

ので、より積極的にこれを使っていただけれ

ばなというふうに思います。 

   所管での説明では、15万円掛ける400社とい

うふうなことを想定してこの金額にしたとい

うふうなことなんですが、20％には売上げが

落ちたというところが結構あるんですよね。

20％から29％の中で。しかし、町の施策は30％

落ちないとこの支援金はびた一文出しません

よというふうな内容です。大江町なんかは

20％というふうな内容で、あまりハードルを

上げた状態ではしないと、そういうふうなこ

とが出ているところもあるわけなんですが、

今の３件、今後ますますどんどんどんどんと

多分出てくるかなというふうには思いますが、

見通しをちょっとお聞かせいただければなと

いうふうに思います。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 町の持続化支援金事業
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につきましてご説明いたします。 

   ６月１日から申込みがあったわけですけれ

ども、基本的には郵送でというふうなお願い

をしているところですけれども、今回の３件

につきましては、いろいろお聞きしたいこと

もあるということで直接事務所のほうにお見

えになった方々でございました。そのほかに、

申請用紙は町のホームページからもダウンロ

ードできるんですけれども、直接申請用紙を

もらいに来た方々が多数ありましたり、あと

は内容の確認をしたいというようなことでお

見えになった方もいらっしゃっております。 

   また、商工会さんのほうにもたくさんの

方々から問合せが来ているというふうに聞い

ておるところでございます。 

   前回の持続化支援金につきましては、国の

ほうで50％以上、町のほうで30％から50％と

いうふうなことにしたんですけれども、実際

は30％から50％の間というところがあまりい

ないというふうなことで、いろいろ調べてみ

たところ、金融機関さん等にも確認したんで

すけれども、ほとんどの方が50％を超してい

たというふうな実態があるようでした。それ

を考えますと、町としましてもやはり30％以

上と。 

   また、河北町の場合は飲食店が特にダメー

ジを大きく受けているというようなところも

あります。広く浅くするか、それともダメー

ジを大きく受けたところに多くの支援をする

かというふうなことで考えたところ、町のほ

うとしましてはダメージが大きな事業者に対

して支援をするという方針で30％以上という

ふうなことにしたところでございますので、

今のところ順調に申込みが来るのかなという

ふうに考えているところでございます。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   万が一予算が余ったときの取扱いはどうな

るのかなというふうなことをお尋ねしたいと

思います。 

   また、続けて、ほくほく事業というふうな

内容で、町内の事業者158社が手を挙げていた

だいたというふうなことをお聞きいたしまし

たが、どんな感じなのかなというふうなこと

をここでまたご説明を求めたいと思います。

町内の事業所158社が手を挙げたということ

は、例えば何社ぐらい河北町で事業所として

あって、ほくほく応援券を取り扱う事業所が

あって、そしてそのうち158社というのは何割

ぐらい占めているんだと。小さな小売をされ

ている方々がその辺のところで手を挙げてい

ただいているのかどうか。158社のその主な手

を挙げていただいた方、あとまだ手を挙げて

いただいていない小売もたくさんあるんです

よというふうなことなのか、その辺のところ

のニュアンスをちょっとお聞かせください。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 持続化支援金事業につ

きましては、もし余ればというふうなことか

と思いますけれども、余らないようにＰＲし

ていきたいと思いますが、余った場合には違

う支援というふうなことで新たに考えていき

たいと考えているところでございます。 

   あと、かほくほくほく応援券でございます

けれども、飲食店が多く見受けられます。全

体で事業者として800社ぐらいあるのかなと

いうふうには考えておりますけれども、その

中で小売をしていない事業者さんもございま

すので、ほとんどの方が手を挙げていただい

ているのかなと思っております。 

   また、目指すところとしましては、飲食店

のほかに理美容業のお店の方々からも多くの

事業所から手を挙げていただいているところ

でございます。あとは小売店の方々というふ

うな形になっております。 
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○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   とにかく町の活性化というふうな内容で、

多くの事業所に国の交付金が行って、事業の

継続がなせるように、あとそこで働いている

方々の救援にそのお金が有効に回るように、

ぜひお願いしたいと思います。 

   次の質問に入らせていただきます。 

   防災関係のほうに入ります。 

   町長は、環境防災課がなくなって危機管理

室というふうな内容で、それは情報の一元化

に取り組むんだと。災害は激甚化、頻発化し

ていると、それに対応するんだというふうな

力強いお言葉がありましたので、ぜひ私もそ

れに期待をするものであります。 

   そして、自主防災会の在り方について、や

はり真剣に議論する時期に来ているのかなと

いうふうに思っております。私の町内会を結

構いろいろ調べましたが、やはりトップに立

つ人がもう70代の後半なんですね。なかなか

行動がやはり限られてくるというふうな内容

が大半の町内会なのかなというふうに思って

います。 

   今、65歳まではほとんど働きに出かけてい

ますよということで、自宅にはいません。そ

うしたときに万が一災害が発生したとなった

ときに、組織はあるけれども機能するのはな

かなか難しいと。そして、来る人もふだんは

来ますよと言っていても、やっぱり３分の１

ぐらいしか当てには多分できないんじゃない

かなというふうに思います。その辺のところ

で、今回危機管理室のほうに防災関係に携わ

る方なんかも補強されました。そういうふう

な補強が、地域、地域に合った自主防災会の

在り方について、よくご教示を賜りたいとい

うふうに思っております。 

   108町内会のうち、自主防災組織がある町内

会はどのくらいというふうになっているか、

お聞かせください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 町内におきます自主防災

組織の状況でございますが、108町内会のうち

105町内会において組織化になっております。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 町内会に自主防災組織

が105あるということは、もうほぼほぼ全ての

町内会にそういった組織があるということで

すよね。分かりました。 

   とにかくその組織が少しでも何らかの形で

機能するような対応というやつを、ぜひ今後

求めたいなというふうには思っているところ

でございます。 

   組織が現在ありませんよというところはつ

くってくださいよというふうなご案内を、行

政としてなさるんでしょうか。それともその

地域、地域によって、自主防災は独自の地域

の共助の集まりですので、行政としては強制

しないと、そういうふうなことなのか、その

辺のところをちょっとお聞かせください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 未組織の３町内会につき

まして、これまでにも働きかけてきたという

ふうに認識しておりますし、今後とも働きか

けてまいりたいというふうに考えております。 

   先ほど申し上げるべきだったかもしれませ

んが、105町内会というふうに申し上げました

が、自主防災組織としては複数の町内会で組

織されているところもありますので、そうい

う意味では89組織というふうになっておりま

すので、申し添えたいと思います。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   あともう１点、今回組織が変わるというふ

うな内容で、これまでずっと環境防災課、何
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かあれば環境防災課に電話した、それが今度

変わるというふうな格好になりますので、例

えば昨年７月の豪雨災害のときには環境防災

課のほうに電話が集中したと。なかなか電話

に出なかったと、そういうふうなお声も一応

聞きました。環境防災課に直接電話が鳴るよ

うな形に24時間なっているんでしょうか。そ

れとも役場は８時半から５時15分までですよ

というふうな、平日の時間帯しか受け付けま

せんよというふうなことなのか、または土曜

日、日曜日は危機管理室の対応状況はどのよ

うに考えているのか、お話しください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 土日、あるいは時間外の

対応、いわゆる平常時におきましては代表電

話のほうにおかけいただきましても時間外の

アナウンスが流れたり、要は土日の日中につ

きましては日直業務のほうで対応したりして

おります。災害時におきましては、これを切

り替えることができますので、切り替えた中

で代表番号に電話をいただいてもきちんと役

場のほうで取れるという状態にはなっており

ます。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） とにかく毎年来るんだ

というふうなことを想定しながら、やっぱり

受皿というふうな内容も整備する必要がござ

いますので、しっかりとその辺のところはや

っぱり担当のほうにすぐその情報が伝わるよ

うな形をお願いしたいなというふうに思って

います。 

   今回、課題検証ということで、昨年の７月

の豪雨災害の検証レポートをじっくりと読ま

させていただきました。職員の皆さんの意見

の中に、万が一災害だというふうになったと

きに例えば総務課職員の方はあっちの避難所、

あっちの避難所に行って、担当、受付をやっ

てください、何やってください、かにやって

くださいというふうな内容の組織、班編成と

いうのが部署、部署で分かれているというふ

うなお話を聞きました。そして、毎年４月１

日にはころっと人事異動で約３割近くの方が

ひょっとしたら替わっているのかなというふ

うには思いますが、そうすると昨年豪雨災害

で得た職員の経験、知識、これが次に本当に

生かされるのかなというふうなことを私は非

常に懸念している状況にあります。 

   これは提案なんですが、多くの町民から声

も聴いたんですが、例えば南部地区の避難所

というふうになったときに、２か所、３か所

となったときに、職員で南部地区出身の方が

たくさんいらっしゃるんですよね。そういう

方をできるだけ配置していただいて、あの人

役場職員だと分かるような、顔が見えるよう

な避難所というふうな内容は非常に町民とし

て安心すると。ところが、南部出身の職員に

西里に行けとか北谷地に行けと言ったって、

どこの息子だや、どこのお姉さんだやという

ふうな内容で、なかなか分からないと。そう

いうふうなことなんかも含めて、より実践的

に、年度が替わったにしても職場が替わった

にしてもその避難所のチーフとして私はこの

仕事だというふうなことが分かるようなこと

を２年、３年ぐらい継続させていただけるよ

うな体制というのも、やっぱり検討の価値は

あるのかなというふうに思っている次第です。

ぜひその辺のところをご検討をお願いしたい

と思います。 

   最後の質問です。 

   賃貸アパート関係です。 

   私の町内会、７つのアパートがありますよ

と。100名近くの方がいらっしゃるんですよ。

全く名前も知りません、何も知りません。「万

が一災害のときは南部小学校に逃げるんだ

よ」と言ったら、「南部小学校なんてどこにあ

るか分からない」と。「俺岩手から来たの」と。
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あとは、札幌とかというふうな車なんかもご

ざいました。ですから、町内にどういうふう

な避難所がありますよというふうな内容は、

先ほど町長答弁の中には、町の広報紙を渡し

ているからそれを見て、自分の命は自分で守

るというふうな内容で、自分で逃げてくださ

いと、そういうふうな答えかなというふうに

思いました。それも多少はやっぱり致し方な

いのかなというふうには思いますが、やはり

規模が、アパートがどんどんどんどん出てい

るというふうなことを考えると、本当にこの

町としてそれでいいんでしょうかと。それを

やはり災害を防ぐ町というふうな内容で、今

回新たに危機管理室が出たわけですから、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと考えております。

万が一そういう人が南部小学校に避難しまし

た、受付のときに高南と書けないんですよ。

町内会が分からないと。名前も、ベトナムの

方が30名ほどいらっしゃいますので、違いま

すと。そうしたときに、地域の区長さんは「え、

こんな人ここにいたかな」というふうな内容

からやっぱり始まっちゃうんですよね。だか

ら、逃げたときには確実に誰かというふうな

ことが分かるようなことをやはり受皿として

準備する必要が私はあるんじゃないかなとい

うふうに思っています。 

   東日本大震災のときに、多くの外国人の方

が津波で逃げ遅れました。そして亡くなられ

た方もいました。そして、助かった多くの方

はそういうふうな教訓を基にして、次はきち

んとというふうな内容がやっぱりできていま

すので、その辺のところをどういうふうに町

のほうとして、行政として考えているのか、

ちょっとお話ししていただきたいと思います。

アパート居住者に対する防災啓蒙活動、啓発

活動、勉強会、研修会、何でも結構です。全

く何もないと、町報を見てくれと、それだけ

で本当に済ませるのかと。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 アパートの住民に対して、

特に町内会に加入していない方への周知方法

につきましては、現状、町長答弁にあったと

おりのことになろうかと思いますが、税務町

民課のほうで転入手続の際に町内会名や隣組

の番号というものをお渡ししていたと思いま

す。ハザードマップもそのときにお渡しして

います。こういった機会に、避難情報発令に

なるときには町内会名で発令になったりする

ので、これは絶対忘れないでくださいと、大

切な情報ですと。また、時間があるときにで

きるだけ早く実際に避難場所を確認してみて

くださいというふうに、そんなふうなメッセ

ージを伝えることができたら、なお効果が増

すのかなというふうに考えております。 

   外国人のことも出していただきましたけれ

ども、現在の地域防災計画の中でも課題とし

て掲げられております。河北町に在住歴が長

い方、あるいは日本人の家族がいる方など、

あとは特に出身地によって独自にコミュニテ

ィーを築いていらっしゃる方々もいらっしゃ

るということで、そういう方々については一

定程度情報を共有していただけるのかなとい

うふうに思っておりますが、どこのコミュニ

ティーにも属していない方々というのも少な

からずいらっしゃると思いますので、そうい

った方々のケアというのは今後も引き続き課

題になってくるのかなというふうに思ってい

るところであります。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 先ほどの私の答弁では、一般集

合アパートということで答弁いたしました。

区長さん、民生委員、地域の実情に明るい方

ということで申し上げましたけれども、当町

は外国人の方が多い町です。そういったこと

で言うと、やっぱり従業員の方の多い企業と

の連携ということも考えていく必要があるか
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なと、今の質疑のやり取りの中で感じたとこ

ろです。そういった面からも取り組んでいき

ます。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。よろしくお願い申し上げます。 

   これで私の一般質問を終了いたします。 

○漆山光春議長 以上で５番吉田芳美議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時１２分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、10番木村章一議員の一般質問を行い

ます。 

   「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   質問事項の１は、現在、河北町内では７月

末までに65歳以上の高齢者について新型コロ

ナワクチンの接種を終える計画を実行中であ

りますが、これから取り組まれる65歳以下へ

の新型コロナワクチンの接種についてであり

ます。 

   早い時期の議会への説明では、町内の医療

機関での接種を中心に進めたいとの考えであ

りましたが、現時点に至って考えると、ワク

チン供給を軸に高齢者と同様に地域順の集団

接種を中心にすべきではないかという提案で

あります。 

   質問の１点目であります。 

   河北町方式と言える地域番号順にワクチン

接種をする方式は、第１に電話などでの申込

みの手間がないこと、これは電話をかける町

民も、電話を受ける行政側も手間がかからな

いということであります。 

   第２に、接種のスケジュールが立てやすく、

それぞれの町民が接種できるおおよその日程

が分かり、気をもんで待つことがないという

ことであります。 

   第３に、日程に無駄がなく、早く接種が進

むということであります。 

   この河北方式は、よい方式だと多くの町民

からも評価する声が多く、64歳以下の町民の

接種にも適用すべきではないでしょうか。 

   ２点目であります。 

   医療機関で接種する方法は、かかりつけ医

のある町民には望まれておりますが、かかり

つけ医を持たない町民はどの医療機関を選ぶ

か悩んでしまう問題もありますので、集団接

種が向いているのではないかと思います。 

   質問の３点目ですが、できるだけ速やかに

ワクチン接種を進めるには、ワクチンの供給

を軸に地域順の集団接種を基本とし、地域間

の公平感を保つため、地域の順番を高齢者へ

の接種の場合と変更してはどうでしょうか。 

   新型コロナワクチン接種について、町民の

皆さんは行政からの指示に従い、辛抱強く順

番を待っておられます。地域番号順は名案で

あります。次の場合は地域の順番を変更して

もよいのではないでしょうか。 

   次に、質問事項の２は、ワクチン接種が始

まっても、新型コロナの終息までは引き続き

感染対策が重要だということであります。ク

ラスターを発生させない対策として、感染し

ているかどうか、安価で手軽にすぐ分かる抗

原検査を効果的に取り入れるべきことについ

てであります。 

   私の知り合いの大学の先生の話ですが、大

学から抗原検査キットをたくさん渡されて、

２日に一度程度、大学に出かける前に検査を

して、陰性を確認してから大学に出かけてい

るとのことであります。 

   また、別の知り合いは、いろんな人が集ま

る職場で週に３回から４回程度、それぞれが

抗原検査キットで陰性を確認して、共同作業

をしているとのことでありました。 
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   数日前、６月１日頃ですが、オリンピック

に参加予定のオーストラリアの選手団が空港

の出口で抗原検査キットを使って陰性を確認

したと報道されておりました。 

   そこで１点目ですが、抗原検査キットは１

回分が数千円と安価で、自分で唾液から数十

分、大体15分くらいで新型コロナの陽性かど

うか検査できるもので、精度は九十数％と言

われております。 

   河北町では、身近な人が新型コロナに感染

したときや、体調不良などで感染が心配なと

きなどに活用できるのではないでしょうか。

抗原検査キットについての評価を伺います。 

   質問の２点目は、町としてもクラスターに

させない対策として、施設や学校、職場など

で感染が安価で手軽にすぐ分かる抗原検査キ

ットの活用を進めております。町として、町

民への情報提供と抗原検査キット活用に支援

をしてはどうでしょうか。 

   次に、質問事項の３であります。 

   山林火災や豪雨災害、そして日々の予防消

防まで活動している消防団員の報酬と出動手

当を適切な額に引き上げるべきではないでし

ょうか。人手不足が深刻な消防団員の確保対

策の一つとしても、総務省消防庁の通知にあ

るように報酬と出動手当を大幅に引き上げる

見直しをすべきではないでしょうか。財源は

地方交付税の中に含まれているとのことであ

ります。 

   次に、質問事項の４は、空き家対策を進め

るため、「河北町空き家等の適正管理に関する

条例」を改正し、行政代執行で町が所有者に

代わって空き家の解体などができるようにす

べきではないかということについてでありま

す。 

   質問の１点目ですが、そのまま放置すれば

倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態などの特定空き家の件数と状態はどう

でしょうか。 

   質問の２点目は、現行の条例を改正して、

行政代執行の可否を判断する審議会の設置や、

行政代執行の項目を加えるべきではないでし

ょうか。 

   以上、森谷町長の答弁を求めます。 

○漆山光春議長 10番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 10番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、これから取り組む64歳以下の新型

コロナワクチン接種は、ワクチン供給を軸に

高齢者と同様に地域順の集団接種を中心にし

てはどうかという点について申し上げます。 

   １点目の、河北町の地域番号順にワクチン

接種をする方式は、電話などでの申込みの手

間がなく、早く接種が進み、接種できるおお

よその日程が分かり、よい方式と評価する声

が多いので、これを64歳以下の町民の方々へ

の接種にも適用してはどうかという点でござ

います。 

   ５番議員の答弁でも申し上げさせていただ

きましたけれども、河北町では65歳以上の方

に事前に接種希望を申し込んでいただきまし

て、接種を希望された方に地区順にご案内を

差し上げて、実施しております。町民の方々

からは、議員からもお話ありましたように、

接種の申込みが行えているので、安心してい

るというような声もいただくなど、町民の

方々からご理解、ご協力をいただき、進めら

れております。感謝しているところでありま

す。 

   今後、引き続き接種を希望されている高齢

者の方々が７月末まで接種を完了できるよう

に、しっかり取り組んでまいります。 

   質問事項でございます64歳以下ということ

でございますけれども、高齢者のワクチン接
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種が終了し、ワクチンの供給量などを踏まえ

て順次接種を行っていくということになりま

すが、その実施方法につきましては、これま

での高齢者接種の状況、町医師会のご意見、

ご協力をいただきながら、安全かつ迅速に接

種できるよう、集団接種の実施も含めて現在

具体的な実施方法を検討しているところであ

ります。 

   仕事の都合で平日の接種が難しい場合など、

高齢者の方への接種とは違った課題もござい

ます。また、16歳から18歳の高校生について

どう対応するか、中学生についてどう対応す

るか、そういった課題もあります。そういっ

た意味で、接種人数、接種の順番など、様々

な課題があるところでありますけれども、何

とか町民の皆さんのご理解とご協力を引き続

きいただきながら、円滑な接種ができるよう、

具体的な検討を急いでまいりたいというふう

に考えております。 

   ２点目の、医療機関で接種する方法は、か

かりつけ医のある町民には望まれているが、

かかりつけ医を持たない町民には集団接種が

向いているのではないかという点でございま

す。 

   64歳以下の方々は、おっしゃるように特に

かかりつけ医を持たない方も多いというふう

に想定しております。集団接種の実施も含め

まして、町医師会のご意見、ご協力をいただ

きながら、接種できる体制を整えるべく検討

を急いでまいります。 

   ３点目の、できるだけ速やかにワクチン接

種を進めるためには、ワクチンの供給を軸に

集団接種を基本とし、地域間の公平感を保つ

ため、地域の順番を変更してはどうかとのご

質問に対して申し上げます。 

   現在、高齢者の集団接種につきましては、

西里地区から地区順に順次ご案内を差し上げ

ております。繰り返しになりますけれども、

町民各位のご理解に感謝しているところであ

ります。 

   64歳以下の方々の接種のご案内につきまし

ては、基礎疾患を有する人、高齢者施設など

の従事者など優先接種の対象者、その範囲の

検討と併せて、議員おっしゃるように地域間

の公平性も考慮しながら、集団接種を行う場

合の順序も検討してまいりたいというふうに

考えております。 

   次に、コロナ終息まで引き続き感染対策が

重要で、クラスターを発生させない対策とし

て、感染が安価で手軽にすぐに分かる抗原検

査、これを効果的に取り入れてはどうかとい

う点でございます。 

   まず１点目、抗原検査キット１回分が数千

円で、安価で、自分で唾液から数十分で新型

コロナ陽性かどうか検査でき、精度は九十

数％と言われており、身近な人が感染したと

きや、体調不良などで感染が心配なときなど

に活用できるのではないかという点でござい

ます。 

   抗原検査キットは、迅速に結果が出る一方

で、ＰＣＲ検査に比べると感度が低いという

ふうにされておりますけれども、二次感染リ

スクが高いウイルス量の多い感染者を見つけ

出す際には効果的であると言われております。

発症２日目から９日以内の症状がある方につ

いては、抗原検査キットとＰＣＲ検査の結果

の一致率が高いと言われております。 

   濃厚接触者につきましては、行政検査にて

ＰＣＲ検査を行っているわけでありますけれ

ども、対象外の方などで体調不良や症状が出

た場合は、かかりつけ医のいる方はまずはか

かりつけ医に、かかりつけ医のない方は受診

相談コールセンターに電話していただき、診

療・検査医療機関での受診による検査を受け

ていただきたいというふうにまずは基本とし

て考えております。 
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   ２点目として、国としてもクラスターにさ

せない対策として、施設や学校、職場などで

感染が安価で手軽にすぐ分かる抗原検査キッ

トの活用を進めており、町として町民への情

報提供、抗原検査キット活用に支援をしては

どうかというご質問でございます。 

   抗原検査キットを活用した検査につきまし

ては、先月、厚生労働省の専門家会合で、新

型コロナウイルスによる大規模なクラスター

が発生するのを防ぐため、迅速に感染が判定

できる抗原検査キットを積極的に活用した検

査戦略の案が示されたと承知しております。 

   現在、厚生労働省で承認を行った検査キッ

トにつきましては、医療機関などに納入され

ており、市販はされておりません。が、一方

で、感染症の検査を目的としているものの、

医療用ではない、国で承認されていない研究

用の抗原検査キットがインターネットやドラ

ッグストアで販売されております。あくまで

補助的な目安となる検査として使用するもの

で、感染の有無を自分で判断するものではな

いことから、感染を確認する検査は医療機関

や検査機関で受けるよう周知することも必要

であると考えております。 

   抗原検査キットを使用した検査については、

クラスターの大規模化を防ぐ手段の一つとな

るとは思っておりますが、現在、町では河北

病院でのＰＣＲ自主検査センターでの受診に

対し補助を実施しております。また、高齢者

入所施設や子育て支援施設などの福祉関係施

設に対しては、新型コロナウイルス感染症対

策事業の中でＰＣＲ検査費用などの助成も対

象に追加して支援することとしたところであ

ります。 

   次に、山林火災や豪雨災害、日々の予防消

防まで活動している消防団員の報酬と出動手

当を適切な額に引き上げることについてお答

えいたします。 

   １点目の、人手不足が深刻な消防団員の確

保に向け、総務省消防庁通知にあるように報

酬と出動手当を大幅に引き上げる見直しをす

べきではないかという点でございます。 

   本町消防団は、人員の確保の手だてとして、

消防団員による入団の声がけ、ホームページ

や広報かほくへの募集記事掲載などを通して、

団員の確保に努めております。 

   ４月に新入団者10人を迎えた上で、現在の

団員数は473名となっております。定数515人

に対する充足率は91.8％という状況でありま

す。 

   こうした中、昨年７月の豪雨は延べ321名の

団員の方々が出動していただき、避難誘導、

広報活動、排水作業等に当たっていただいた

ところであります。事後に開催いたしました

地区懇談会等において、「消防団員の方々がい

て助かった」との感謝の声も多く寄せられま

した。 

   ご質問のあった消防庁通知につきましては、

主な内容として消防団員のうち団員階級の者

の年間報酬の額は３万6,500円を標準とする

こと、災害に関する出動報酬の額は１日当た

り8,000円を標準とすることなどとしており

ます。 

   町における団員の年報酬は１万6,500円で

あります。出動手当については、今年度から

出動１回につきこれまで1,000円であったと

ころ、４時間までの出動は1,350円、４時間を

超える出動は倍額になる2,700円に引き上げ

たところであります。 

   団員のさらなる処遇改善につきましては、

今回の消防庁の通知を踏まえるとともに、こ

れまで団からの要望で装備品の充実を優先さ

せてきた経緯もございます。この経緯も踏ま

えながら、調査・検討してまいりたいと考え

ております。 

   次に、空き家対策でございます。 
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   「河北町空き家等の適正管理に関する条例」

を改正し、行政代執行で町が所有者に代わっ

て空き家の解体などができるようにすること

についてという点でございます。 

   １点目の、そのまま放置すれば倒壊など著

しく保安上危険となるおそれがある状態など、

特定空き家の件数と状態はどうかというご質

問でございます。 

   ご質問の特定空き家とは、「空家等対策の推

進に関する特別措置法」にある「そのまま放

置すれば倒壊など著しく保安上危険となるお

それのある状態、または著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態、適切な管理が行われ

ないことにより著しく景観を損なっている状

態、その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態にあると

認められた空き家」のことというふうに考え

ますけれども、町の空き家等の適正管理に関

する条例においては特別措置法に関連する規

定は盛り込まれておりません。したがって、

特定空き家はないという状況ではあります。 

   町では、毎年区長さんからご協力をいただ

いて実態調査を実施しておりますが、そこで

得た情報と県の基準に基づいて空き家の状態

を４段階にランクづけしております。外見か

ら判断したものではありますが、このうち最

も危険度が高いＤと判定された空き家を町と

して危険空き家と位置づけております。 

   Ｄ判定の状態といたしましては、倒壊や建

築材の飛散など、危険が切迫しており、緊急

度が極めて高いものであり、本町における危

険空き家の数は13棟と把握しております。 

   ２点目、現行の条例に行政代執行の可否を

判断する審議会の設置や行政代執行の項目を

加えるべきではないかというご質問でござい

ます。 

   現行の町の空き家等の適正管理に関する条

例は、平成26年７月に施行されたものであり

ます。行政代執行の可否を判断する審議会の

設置など、行政代執行に関する定めはありま

せん。 

   町といたしましては、今年度、空き家等対

策計画の策定を進めております。その中で、

ご質問のあった審議会の設置や行政代執行に

関することも含めて検討を進めていきたいと

考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 再質問をいたします。 

   64歳以下の町民のワクチン接種については、

今検討中だと、検討を急ぐということであり

ますが、少し具体的にお聞きしたいと思いま

す。 

   私は、高齢者への接種から切れ目なく、で

きるだけ早く接種を進めるべきだと。ボリュ

ームもできるだけ大きくして、全体として早

く終わるようにするにはどうしたらいいかと

いうことを考えるべきだと思うんですけれど

も、そういった点で、まず切れ目なくという

点ではどんなご認識なのかお聞きしておきた

いと思います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 65歳以上の高齢者の接

種につきましては、先ほども申し上げました

けれども７月いっぱいで終了する予定でおり

ます。 

   64歳以下につきましても、その次、８月か

ら、切れ目ないという話でございますが、そ

のような形で実施していきたいということの

検討はしているところでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） そうした場合、これは

国からのワクチン供給を軸にということにな

ると思うんですが、ワクチンの入荷予定など
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については国から町は示されているのかどう

かについてお聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 町長答弁の中にもござ

いましたけれども、我々としては切れ目なく

８月からやっていきたいという方向ではいる

ところではございますが、そのワクチンの供

給、65歳以上の部分につきましてはめどが立

っているところではございます。ただ、64歳

以下についてのワクチン供給は今のところ全

く情報が入っていないということでございま

す。 

   ワクチンの供給の希望につきましては、Ｖ

－ＳＹＳというシステムがございます。その

システム上に入力してという形にはなるんで

すけれども、ただ最終的には県、国なりの配

分で決まってくるような状況にあるところで

ございます。よって、ワクチンがいつ来るか

によって状況は変わるんですけれども、基本

的には切れ目ないといいますか、65歳以上の

接種が終わった段階において64歳以下に結び

つけていきたいと思っているところでござい

ます。 

   ただ、64歳以下の部分につきましては、優

先順位を国のほうは示されております。まず

は基礎疾患の方と、それから高齢者施設の従

事者ということがございますので、そちらを

優先的にさせていただくというふうには考え

ているところでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） ワクチン接種を受ける

意思確認ということで、65歳以上の高齢者に

ついては３月末までに該当者全員に文書を配

付して、本人から意思を書き込んで町に返送

してもらうという作業を済ませておりました

けれども、これは比較的早い段階から可能だ

と思うんですね。全体として日程がまだ固ま

らないうちからできるわけなんですが、これ

はやはり該当者全員にそういう形で意思を確

認して、その方々にクーポンというんですか

ね、そういったものを送るということはやる

のかどうか。それをやるとしたら、もう早め

に準備して進めてもいいのではないかと思う

んですが、その辺はどう考えているのかお聞

きします。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ワクチンの申込みとい

うことでございますけれども、やはり65歳以

上の方々の申込みにつきまして、先ほど木村

議員がおっしゃいましたけれども河北方式と

いう形で、65歳以上の方全員に希望等の申込

み、そして申込みされる方は返信していただ

くというような形を取らさせていただいたこ

とにつきまして、町民の皆様方が接種しに来

るだけで本当にストレスを与えているような

65歳以上の接種状況に対して、申込みをする

のにもストレスを与えてはいけないのかなと

いうふうには、そういったことで河北町とし

てはうまくいったなというふうには思ってい

るところでございます。 

   64歳以下については、今のところそういっ

た形の方法を取っていきたいというような考

えではいるところではございます。これにつ

いても、今後医師会の皆様と、集団接種とな

るか、個別接種ということも一部あるかもし

れませんけれども、今後具体的に調整させて

いただきたいということでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） ワクチン接種の意思確

認ですけれども、高齢者についてはファイザ

ー社製でしたが、大体何社ぐらいワクチンが

供給されるかというのもニュース等で大分出

されていて、ワクチンのメーカーによって何

となく少し差がありそうな感じがしたりして、

自分が受けるとなったときに、どうせならい

っぱい皆さんが受けたファイザー社製のワク
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チンをそのまま64歳以下に回してもらえばい

いのになというようなことも判断の情報の一

つとしてあるかもしれないんですが、その辺

で河北町の町民の64歳以下へ供給されるであ

ろうというワクチンというのはどのものかと

いう情報は現時点で把握しているのかどうか

お聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ワクチンにつきまして

は、最近になってモデルナ社、あるいはアス

トラゼネカ社という、まだ承認されていない

状況でございますけれども、モデルナは承認

されているところでございます。 

   ワクチンの扱い方がその物によっていろい

ろ確かに違ってくるということで、我々とし

ては本当に違うワクチンを扱うのは大変困難

さがあるのかなというふうに思っているとこ

ろでございますが、基本的に自治体での集団

接種となった場合は、今のところファイザー

社というのを考えているところでございます。 

   最近は職域接種とかいろいろ出ているよう

でございますが、大規模集団接種、そういっ

たものについてはモデルナ社が使われるよう

な状況にあるというふうには聞いているとこ

ろでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 確認します。河北町が

主導してやる64歳以下はファイザー社製のワ

クチンが供給されるであろうと、そういう見

通しだということですか。もう一度確認しま

す。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 まだ供給の状況が分か

っていないところでございますが、ファイザ

ー社を希望することにしております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 

   それでは、次に抗原検査キットの活用につ

いて質問したいと思うんですけれども、抗原

検査キット、私先ほどの冒頭の質問でも陰性

を確認するというようなことを何回か言いま

したけれども、実は抗原検査キットは陽性の

場合は診断確定というふうに見るんだそうで

すね。陰性の場合は、必ずしも陰性が確実で

はないというふうな評価で、そこはＰＣＲと

違うといいますか、ＰＣＲだったら陰性だと

その時点での陰性証明というのを出すんです

けれども、抗原検査キットだと陰性の証明と

いうふうには言えないと。一般的には陽性で

なければまあ陰性に近いだろうというふうな

扱いは可能だとは思うんですが、医学的にい

うと陰性とは言えないと。陽性ではないとい

うことは言えると。陽性ではないという程度

のようなんですけれども、ただ、そうはいい

ながらいろんな局面で、例えばこの議会で議

員とか町当局が本当に安全な形で会議を、比

較的安価な状況でやろうというときには、今

日の朝８時半頃皆さん集まって、抗原検査キ

ットでみんな調べて、15分ぐらいで結果が出

ますから、そうしたらほぼみんな陽性ではな

いということで安心して、多分マスクもせず

に会議ができるかもしれない。マスクしたほ

うがいいんでしょうけれども、ぐらいの効果

はあるのではないかと。陽性の人を早めに見

つけるという点では、非常に効果があるとい

うことですかね。という点で、町では福祉施

設などではこの抗原検査キットを購入して、

陽性の人を早く見つけるということで使う分

には行政の対象にするというふうな答弁があ

りましたけれども、もう一歩進んでこんなも

のがあって、そういうところで陽性ではない

ということを確認したい局面では使えますよ

というふうなことを情報発信をすると、こう

いったことはやってもいいんではないかと思

うんですが、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 
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○堀米清也健康福祉課長 抗原検査キットでござ

いますけれども、町長答弁の中でも申し上げ

ております。市販されている抗原検査キット

につきましては、いわゆる薬事承認されてい

ない、研究用という形で市販されているのか

なというふうに思っております。そういった

ことで、ある程度安価な値段でやっていると

ころでございますが、木村議員も承知してお

りますように、ＰＣＲ検査で陽性になる人は

抗原検査キットでも陽性になります。ただ、

ＰＣＲ検査で陽性になった人でも、抗原検査

ではウイルスの量によっては陰性と出てしま

うおそれがあるということで、確かに二次感

染が高い場合は可能性は高いのかなというふ

うには思いますけれども、必ずしもそれが正

しいものではないということで、それを過信

されても困るのかなと。そういったものに対

して、町がいろいろと助成したりどうのこう

のという、直接補助といいますか、そういっ

たものはいかがなものかなというふうに思っ

ております。それはそれで自己責任の中です

る分には確かにいいのかなとは思いますけれ

ども、町としてこれを奨励しながらというふ

うにはなかなかいかないと思っております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） とはいいながら、各施

設で自己責任で抗原検査キットを使うときに

は補助対象にしている。国は、このことにつ

いてお金は出さないんですね。方向だけは進

めていると。クラスターを少なくするとか、

クラスターの大規模化を防ぐなんていう点で

は効果がありますよということで、一定の位

置づけをしているということは紹介してもい

いぐらいなんではないかなと私は思います。

町として、国がそういう形で一定のこんな位

置づけをしているというようなことを紹介す

る、その程度のことはしてもいいんじゃない

かと思うんですが、いかがですか。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 抗原検査キットでござ

いますけれども、抗原検査につきましては薬

事承認されている抗原検査もございます。こ

れは医療機関を受診していただくということ

で、医療機関で実施していただくというのは

薬事承認されている抗原検査であるという、

定量検査と定性検査というのがそれぞれある

んですけれども、それはそれでいいと思いま

すけれども、抗原検査キットということでは

ございますけれども、国のほうで奨励してい

るものについては多分薬事承認されている抗

原検査なのかなというふうに私は思っており

ますので、薬事承認されていない研究用とい

うものについては、ちょっと大々的にＰＲす

るものではないのかなというふうには思って

おります。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 

   では、次に入ります。 

   消防団員の報酬と出動手当を見直しをした

らどうかと。現行、報酬は消防団員の場合、

答弁ありましたけれども年額１万6,500円、こ

れを消防庁では３万6,500円に引き上げたら

どうかと。あと、出動手当は今４時間を超え

て2,700円だということですが、消防庁では日

額8,000円にしてはどうかというふうなこと

を言っております。これを参考にしながら検

討するというふうなことだったと思うんです

が、大分差が開いておりまして、財源的には

消防団員の人数とこの額を見込んだものを地

方交付税に入れてあると。ただ、地方交付税

ですので、それを全額渡すかどうかは各自治

体の判断だと。でも、消防庁としてはぜひそ

の額に合わせてほしいというふうな通知をし

ているわけですが、このことについて積極的

にそのようにしていくべきではないのかなと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 
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○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 総務省通知につきまして

は、本年４月13日付で届いているものでござ

います。今おっしゃっていただきましたよう

な通知の内容でございますが、町長答弁にも

ございましたように、これまで装備品の充実

を優先させてきたと。そういう経過もござい

ますので、その中で今回の通知を踏まえて今

後も調査・検討を続けると、現段階ではその

ようなお答えになります。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 消防庁は、来年度から

はぜひそのようにしていただきたいというふ

うな通知のようであります。なおかつ、団を

通じて支給をしているんですが、そうすると

団の段階で、団というか班とか分団の段階で

いろんな行事、団員のための行事といいます

か、ご苦労さん会などのときの財源として使

っているとかというふうな形にもなっている

例もあって、自治体から団員への直接支給を

徹底したいなどということも言っているよう

ですが、来年度から、そして直接支給、この

辺についてはどう考えていますか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 前段にございました時期

の件でございますが、確かに消防庁のほうで

は来年度からそのようにという通知でござい

ます。ただ、特に出動手当に関してなんです

が、現在本町における出動手当と申しますの

が、幾つかの項目には分かれているんですが

全て一律、４時間までは1,350円、４時間を超

えますと８時間まで2,700円という決め方を

している一方で、このたびの通知を見ますと、

町長答弁にもありましたように災害に関する

出動報酬のところは１日当たり8,000円、これ

を標準とするという一方で、それ以外の出動

につきましては標準額と比較して業務の負荷

や活動時間等を勘案し、均衡の取れた額を定

めると。均衡を取る観点から、警戒、訓練等

において標準額を下回る額を定めることは差

し支えないと、このような留意点なども示さ

れております。今年の４月から見直しをして

新しい手当を導入したばかりではございます

が、導入に至る経過の中でもさらに西村山郡

の状況なども確認させていただきました。そ

ういったことも踏まえて、来年度に向けて引

き続き検討していくということでございます。 

   後段のほうでおっしゃっていただきました

支給方法に関してなんですが、現在団のほう

でもこの点について見直しをかけているとい

うところでございます。現在協議中という案

件でございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） これは消防団の方々と

も十分に協議をしながら、ぜひ消防庁が一定

の危機感に基づいてこういったことをしたと

いうことも十分に消防団の幹部の方々にも伝

わるようにしながら、しっかりした協議を進

めていただきたいと思います。 

   さらに、空き家対策についてお聞きしたい

と思います。 

   国として法律もつくられておりまして、そ

れに基づけば行政代執行とか特定空き家の指

定なんかもできるんだとは思うんですけれど

も、町の危険度Ｄの危険空き家というのも内

容的には特定空き家の一部分といいますか、

特に危険な部分という点で合致する内容だと

思います。具体的に困っているところがある

んですね。危険な空き家があって、なかなか

その持ち主が対応しないということでありま

すので、その辺をしっかりと対応を進めると

いう点で、一つは条例を改正することをきっ

かけにしてとか、町で計画をつくる、そのこ

とをきっかけとしたいというような答弁でも

ありますけれども、それはもう条例がなくて

も計画をつくれば行政代執行の可能性が広が
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ると、可能性がしっかりしていくというふう

な、そういった考えと受け取っていいのかど

うか、お聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 空き家に関するご質問で

ございますが、計画を策定するに当たりまし

て、特措法にございます行政代執行という部

分も検討していかなければならないというふ

うには考えておりますが、行政代執行が前提

にありきの計画ではないというふうに考えて

おります。計画策定の中でそこは判断してま

いりたい、考えてまいりたいというふうに考

えております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 私ももちろん行政代執

行だけがこの条例の主なあれではないので、

空き家が適正に管理されるということで、そ

れがどうしてもならない、放置される状況が

続くというときにはそういう方向にもつなげ

るべきだというふうなことでお聞きしている

わけですけれども、まずは条例改正というよ

りは計画を策定すると、そういう方向に行き

たいという考えなのかどうか、もう一回お聞

きします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 まずは計画策定に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 

   全体の空き家の中で、特に危険空き家とい

うのは一部分でありまして、全体としてはま

だまだ十分に活用できるというものも多いわ

けなんですね。それで、町としては空き家バ

ンクなどもつくって、空き家の再利用、人が

住む建物として、または利用する建物として

生かしていくという方向を探っているわけな

んですが、最近一定の活用の効果が上がって

いるものとして、自治体の枠の中を外れて全

国的なレベルで空き家を流動させるといいま

すか、活用を広げるというふうな動きがあっ

て、動きといいますかね、何でしょう、具体

的に言うと「家いちば」というものがあって、

そこは全国の物件を売りたい人からの情報を

いただいて、それを全国に、こんな物件があ

るので皆さんどうでしょうかと、活用できま

せんかと、買い取って活用しませんかみたい

な情報を出すところで、売るほうの方も思い

入れのある建物だったり、隣近所とずっと良

好に過ごしてきた両親が暮らしていたところ

なので、人間関係を壊さない、隣近所に悪い

影響を与えない使い方をしてほしいというよ

うな条件をつけて売りに出すというようなこ

とも可能なものがあるんですが、そういった

情報について、空き家バンク担当の都市整備

課ではどんな情報を持っているか、お聞きし

たいと思います。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 空き家の活用というこ

とが、まずもって危険な空き家が発生する前

にとどめておく第一歩として一番重要なとこ

ろだと思っております。 

   今現在、町のほうでは個人の空き家の所有

者に向けて固定資産税の納税通知書を発送す

る際に、町のほうの空き家バンクの登録をし

てはいかがでしょうかというようなものを情

報提供しているところであります。 

   今木村議員からお話がありました「家いち

ば」という部分は、全国展開をしているよう

な事業所といいますか、ネット上のサイトに

もご紹介があるということは存じ上げている

ところでありますけれども、そういった全国

展開で空き家の物件を紹介するサイトという

部分はほかにもたくさんあるようでございま

した。 

   町としましては、まず個人の財産というよ

うな部分もありますので、なかなか営利的な
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部分、あくまでも個人の財産の部分にどこま

で介入できるかという部分、多少難しい面も

あるわけなんですけれども、そうしたご本人

の、全国的に展開したいんだとか、そういっ

たご相談の中でお話はできるのかなと。どち

らかというと大々的にＰＲという部分にはな

かなか行きづらい面はあるんですけれども、

ご相談に応じた対応という部分は進めなけれ

ばいけないだろうと考えています。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 私は、空き家というの

は河北町の財産の一つでもあると思うんです

ね。ですから、本当に隣近所に迷惑をかける

ようなものはできれば解体して更地にすると

か、さらに次の段階で使いやすい状態に早く

していくというのは一つなんですが、さらに

財産として生かしていくという観点も忘れず

に、しっかりと空き家対策に取り組んでいく

べきかなというふうに思います。 

   以上で一般質問を終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の一般

質問を終わります。 

   ここで11時20分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時０５分 

     再 開  午前１１時１７分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、12番細矢誓子議員の一般質問を行い

ます。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、一般質問い

たします。 

   私の質問事項は２点ございます。 

   １点は本町におけるヤングケアラーの認識

と対策について、２点目は地域力の育成・向

上に向けた本町の支援策についてであります。 

   質問事項１、本町におけるヤングケアラー

の認識と対策についてから質問いたします。 

   皆さんはヤングケアラーという言葉をご存

じでしょうか。この頃、様々な形でマスコミ

に取り上げられ、それに関する映像と一緒に

放映される機会がとても多くなりました。そ

れだけ一般の皆様にも高い関心があるのでは

ないかと認識しています。 

   私は、５月５日「こどもの日」に山形新聞

の社説に掲載された記事を読んで、とても考

えさせられました。「少子化の「こどもの日」

社会全体で育てる時代」という見出しの記事

には、小中高生の自殺者の急増とヤングケア

ラーの存在が増加傾向にあるという内容が書

かれていました。そのとき、私は自分の周り

にもそのような子供たちがいるのではないか、

私たちが気づかないでいるだけではないかと

いう不安に強く駆られてしまいました。 

   国は、ヤングケアラーの定義を「本来大人

が担う家事や家族の世話などを日常的にする

ことで、やりたいことができず、自身の権利

が守られていない子供」としています。 

   この問題について、政府は昨年12月から３

月にかけて、初めてヤングケアラーの実態調

査を全国の公立中学校の２年生と公立高校

（全日制）の２年生を対象に調査し、約１万

3,770人から回答を得ました。また、ヤングケ

アラーの生徒の割合が全日制より定時制や通

信制の生徒が多いのではないかということで、

そちらのほうにも調査に乗り出しました。 

   その結果は、「世話をしている家族がいる」

と答えた中学生が5.7％、約17人に１人、高校

生（全日制）では4.1％、約24人に１人、定時

制では8.5％、12人に１人、通信制では11％、

９人に１人という結果で、１クラスに１人か

ら２人のヤングケアラーが存在するという状

況になります。 

   手伝いを必要とする家族の内訳は、１、き

ょうだい、２、父、母、３、祖父母の順で、

手伝いの内容は、１、きょうだいの世話、２、

家事、買物、料理、洗濯、掃除、看護、介護
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などです。 

   世話の頻度は、半数弱が「ほぼ毎日」、１日

に費やす時間は「３時間未満」が最多で、そ

の約１割が「７時間以上」にもなっている子

供もいました。 

   そのため、全日制への進学をやめたり、諦

めたりしたと回答した生徒もいて、学業に深

刻な影響を及ぼしている実態もあったと報告

されています。 

   家族を扶助する行為を否定するものではあ

りませんが、長時間になると子供たちの日常

生活に影響を及ぼすことが多い事例がたくさ

んあります。 

   また、家族をケアする中高生に、「誰かに相

談したことがあるのか」の問いには、５割か

ら６割の子供たちが「世話について相談した

経験がない」と回答したという実態も報告さ

れています。その理由として、２割強の人が

「誰かに相談するほどでもない」「相談しても

状況が変わるとは思えない」と半ば諦めと思

える答えが出ています。 

   私は、ここにとても大きな問題を含んでい

ると推測します。学校での気づきや地域での

気づきがあったら、もっと早い段階で解決に

向かうことができたのではないかと考えます。 

   その解決の一つの方法として、学校や行政、

地域などに子供たちみんなで同じ悩みで話し

合える場所や気軽に相談できる窓口を増やす

ことが重要だと考えますが、町長はどのよう

にお考えでしょうか。 

   ヤングケアラーの問題が解決に向かうには、

ケアラーの存在の周知が必要であると考えま

す。一見すれば子供のお手伝いで済まされる

行為ですが、子供本人がＳＯＳを発しない限

り、見つけにくいところにこの問題の深刻さ

が見えています。 

   そんな問題解決のための取組事例を紹介し

ます。 

   埼玉県は昨年、全国で初めて「県ケアラー

支援条例」を制定しました。議員提案政策条

例で、ケアラーの定義を「無償で介護・看護

や日常の生活の世話やその他の援助をする

人」とし、ケアラーの支援に関する施策の基

礎となる事項を定めることにより、ケアラー

の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、全てのケアラーが健康的で文化的な生

活を営むことができる社会の実現を目的とし

ています。その中に３つの理念が掲げられ、

３番目の理念にヤングケアラーに関する事項

があり、「教育の機会の確保の状況」を確認す

ることを努力義務として規定しています。昨

年度の事業は、実態調査や体験者講座を実施

し、今年度は家族の世話をしている若者らを

オンラインで結ぶサロン事業を開始しました。

この動きは、今全国に広がっています。 

   子供は無限の可能性を秘めています。超高

齢化や少子化が進む中、夢や目標に向かう若

者を大人たちが多方面から手助けできる仕組

みが今求められています。 

   本町でも、孤立しがちな子供たちにどんな

支援ができるか、早期の発見に向けた取組を

打ち立てて、進むべきだと考えます。 

   そこで、質問要旨１、本町でのヤングケア

ラーの実態の把握と人数の調査について。 

   ２、子供たちが気軽に相談できる窓口の設

置について。 

   ３、ヤングケアラーの周知について。 

   ４、孤立しがちな子供たちにどんな支援が

できるのかについて。 

   ５、学校での気づき、地域での気づきを、

救済のためにどのようにつなげていけるのか

について。 

   町長のお考えをお聞きします。 

   質問事項２、地域力の育成・向上に向けた

本町の支援策についてであります。 

   人口減少や高齢化、価値観や生活様式の多
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様化で、地域社会を取り巻く環境が今大きく

変化しています。 

   福祉、環境、教育、防災、防犯など、町民

の身近な諸問題の解決には、多くの住民をは

じめとする様々な主体が連携し、協力して解

決する地域力をより向上していく必要があり

ます。そのためには、地域力の発揮に取り組

む人材育成が強く叫ばれています。 

   そこで、質問要旨１、人材育成に寄与する

有効な手段についてお尋ねをします。 

   地域においては、多様な個々の人材が役割

を持って分担し、得意分野を生かすことが地

域力を向上していく有効な手段と考えていま

す。しかし、現実は地域の事業に参加する人

がとても少なくなっている現状です。地域の

高齢化なども大きな原因の一つですが、様々

な課題を解決して、地域力を向上していくに

は、事業を企画する内容にも工夫が要求され

ると考えます。地域活動を楽しみにし、参加

者のモチベーションを高めながら、多くの住

民を巻き込み、全員の居場所と出番をつくる

ことは、各個人の自信や生きがいにつながり

ます。これまで各地域で実行されてきたリサ

イクル事業や側溝の泥上げ作業、環境美化活

動としてプランターの植栽などは、地域の人

たちとの顔の見える人間関係の中で責任や役

割を持ち、様々な成功や失敗を経験して培わ

れてきました。今、コロナ禍の中で、顔を合

わせてみんなで一緒にする事業がなかなか困

難な状況ですが、こんな状況下でも地域力を

高めていく必要があります。 

   地域力を高めるためのメニューは数多くあ

り、自分たちの地域に合ったメニューを選択

して実行に移すことだと思います。 

   昨年７月末に起きた水害は、災害が少ない

本町で生活してきた私たちに様々な気づきを

もたらしてくれました。実際災害が起きたと

きに、これまで決められていたルールがうま

く実行できなかったことが数多く見受けられ

ました。避難命令が出たときの行動や、要支

援者への介助や支援、個人で準備しなくては

ならない避難時の持ち出し品の把握などは、

きちんと分かるシステムがとても必要だと感

じました。 

   そのために今私たちができることは何かと

考えたとき、自分たちが住んでいる地域に合

った地域防災計画を作成することが急務であ

り、大事なことだということを強く感じます。

しかし、作成するに当たっては、基本的な考

え方や組み立て方など、専門的な知識も必要

かと思います。 

   そこで、質問要旨２、地域独自の地域防災

計画の作成時に、本町が支援できる施策につ

いてお尋ねをします。 

   地域力を高めるには、行政に頼り切りにな

るのではなく、行政の力を上手に引き出しな

がら、自立的に行動することが大事なことだ

と考えますが、いかがでしょう。 

   また、市町村の自治体職員も公務で地域と

関わることも多いと思いますが、同時に個人

として地域に関わることも大切なことかと考

えます。 

   そこで、質問要旨３、自治体職員が地域活

動に参加する利点についてお尋ねをします。 

   私は、自治体職員が専門的な知識を活用し

て地域の一員として行動することが、プロデ

ュース的な役割を担い、いろんな場面で期待

されることが多いのではないかと考えます。

今回提案している地域防災計画作成などは、

この役割を十分に活用できるチャンスだと思

います。住民として地域活動に関わることで、

職員の意識の変革が促され、それがより地域

の実情に即した自治体運営につながるのでは

と考えますが、町長はいかがお考えでしょう

か。 

   質問要旨４、世帯数の少ない町内会が協働
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して地域力を高めていく施策についてお伺い

します。 

   これまで三十数件あった世帯数が、ここ10

年近くで３割近く減少している地域が数多く

出てきていて、１つの町内会では地域力を向

上させる事業ができなくなっている地域が多

くなってきました。しかし、地域力をしっか

り保って、様々な課題を解決していくことが

たくさんあります。例えば伝統を継承するお

祭りや地域防災計画などは、町内会の区切り

を超えても進んでいかなくてはならないこと

だと考えます。その問題を解決するのに必要

な施策はどのようなものがあるのかをお聞き

します。 

   質問要旨５、地域力が町を築いていくこと

の認識について。 

   地域の人たちが同じ作業をすることで、地

域に住む人たちの地域力が向上し、様々な課

題を解決していく力になっていきます。共助

が低下している今日ですが、自分たちの住ん

でいる地域をみんなで支え合って築いていく

姿こそ、地域のあるべき形だと思います。次

世代につながるすばらしい財産をみんなで大

切にして、未来につなげていきたいと考えま

すが、町長のお考えをお聞きします。 

○漆山光春議長 12番細矢誓子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 12番細矢誓子議員の一般質問に

お答えいたします。 

   質問要旨１の本町におけるヤングケアラー

の認識と対策について申し上げます。 

   １点目、ヤングケアラーの実態の把握と人

数の調査についてでございます。 

  厚生労働省によりますと、ヤングケアラーに

ついては法令上の定義はありませんが、議員

がおっしゃるとおり一般的に家族においてケ

アを要する人がいる場合に、本来大人が担う

と想定されているケア責任を引き受け、家事

や家族の世話、介護、感情面でのサポートな

どを日常的に行っている18歳未満の子供とさ

れております。 

   町では、これまで全体的な実態把握調査は

実施しておりませんが、介護保険のサービス

を利用する方の相談窓口となる地域包括支援

センターや町内７か所の居宅介護支援事業所

のケアマネジャー及び町の要保護児童対策地

域協議会の情報によりますと、ヤングケアラ

ーと思われる事例は複数あるところでありま

す。 

   ２点目の子供たちが気軽に相談できる窓口

の設置について申し上げます。 

   現在、町ではヤングケアラー専用としての

相談窓口ではありませんが、教育委員会にお

いて教育相談員を２名配置し、いじめ問題を

含めた教育全体の相談窓口を設置していると

ころです。また、各子育て支援センターにお

いても、子育ての悩みや家庭での問題に対し、

相談業務に当たっているところであります。 

   国においても24時間受付の児童相談所相談

専用ダイヤルや、県においても教育相談ダイ

ヤルとして設置しており、ヤングケアラーの

問題のみならず、子育てに関するきめ細かな

対応をしているところであります。 

   ３点目のヤングケアラーの周知についてと、

４点目の孤立しがちな子供たちにどんな支援

ができるのかについて、併せて申し上げます。 

   厚生労働省と文部科学省の両省においてプ

ロジェクトチームを組み、今年の５月17日に

ヤングケアラー支援に関する報告書を取りま

とめております。 

   この内容によりますと、幼いきょうだいを

ケアする子供のいる家庭に対し、家事や子育

ての支援の検討や支援団体などによる会員制

交流サイト、いわゆるＳＮＳを活用した悩み

相談体制の支援のほか、当事者の早期発見に
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つなげるため、自治体による実態調査も促す

ということでありますが、ご指摘のようにヤ

ングケアラーという言葉自体の認知度はまだ

まだ低いと考えております。 

   ヤングケアラーの支援については、国にお

いても今後検討がなされる予定であります。

国の施策をしっかり見極め、支援策などを十

分周知し、町としてできることを取り組んで

まいりたいと考えております。 

   ５点目の、学校での気づき、地域での気づ

きを救済のためにどのようにつないでいける

かについて申し上げます。 

   学校では、子供が育つ上で大事な家庭の環

境が「好ましくない」と気づくため、常に精

度の高いアンテナを張り巡らして、子供を取

り巻く家庭環境の把握に努めているところで

あります。具体的には、日頃の複数での観察

を通して情報を共有し、異常を感じたら速や

かにケース会議を開いております。その中で、

日常的に何時間もかけて食事の用意や洗濯、

掃除などの家事をしていたり、家族のケアや

通院などで学業に支障を来したりしていない

かなど、把握に努めております。 

   小中学生にとって、その子らしく学習に励

んだり、仲間と共に楽しく学校生活を送った

りすることが本来の子供の権利であります。

そこで、ヤングケアラーに近づいていないか、

学校や地域で気づいたことなどを相談できる

体制として、教育委員会においては教育相談

員を配置し、学校ではスクールカウンセラー

など子供や保護者が相談できるような体制を

組んでおります。また、特別支援教育コーデ

ィネーターに就く教員は、必要に応じて健康

福祉課をはじめとする関係各課とつながり、

相談できるようにしております。 

   先ほど申し上げましたように、現在、ヤン

グケアラーに該当すると思われる事案が複数

ございますが、常時、町の要保護児童対策地

域協議会と情報共有しながら、対応している

ところであります。 

   このように、要保護児童対策地域協議会は

福祉部局と教育委員会部局が一緒になった情

報交換の場、改善の手だてを検討する場とし

て重要であると捉えておりまして、ヤングケ

アラーに近づく子供たちを救済するための有

効な仕組みとして、今後も継続して対応して

まいりたいと考えております。 

   次に、地域力の育成・向上に向けた本町の

支援策についてお答えいたします。 

   １点目の人材育成に寄与する有効な手段に

ついて申し上げます。 

   人口減少や少子高齢化、核家族化が進む中、

産業や福祉、防災、コミュニティーなど様々

な分野での担い手不足が生じております。 

   このような中、地域社会を構成する私たち

一人一人が可能な範囲で地域社会に貢献し、

互いに協力し、助け合うこと、つまり共助は

必要であると考えております。 

   また、行政だけで全ての住民ニーズに対応

することが困難な今、行政と住民・地域との

適切な役割分担の下、住民参加を促し、協働

を進めていくプロセスそのものが、地域力の

育成・向上につながると考えております。 

   地域には、様々な得意分野を持った多様な

方々が存在します。地域力を向上させるため

にも、地域で中心的な役割を担う人材の育成、

相互交流とネットワークの強化、また外部人

材の活用に対する支援なども重要であると考

えております。福祉や生涯学習などの分野で

は、研修会や講座などを開催し、情報提供な

ども行っておりますが、地域づくりや運営と

いった視点での人材育成を推進するため、研

修会や講座等の開催について検討してまいり

ます。 

   ２点目の地域独自の地域防災計画の作成時

に本町が支援できる施策について申し上げま
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す。 

   町では、令和３年３月に台風の接近・上陸

及び前線等に伴う洪水を想定した最上川の避

難勧告の発令等に着目した防災行動計画、い

わゆるタイムラインを策定いたしました。こ

の計画は、災害の発生のおそれがある時点か

ら避難解除までの間、誰がどのようなタイミ

ングで何をするのかについてまとめたもので

すが、町としましては今後地域において避難

の支援が必要な方への声がけをどうするのか、

避難所までの誘導をどうするのかなどを定め

る町内会版のタイムラインの策定を呼びかけ

てまいります。 

   具体的な町の支援といたしましては、防災

専門員の業務活動を通して、地域の方々から

のご相談への対応はもちろんのこと、ただ待

つだけでなく、町側から率先してアプローチ

し、助言、働きかけを行い、地域全体での取

組が推進されるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

   また、町の地域振興総合交付金の中に安

全・安心の地域づくり事業があり、防犯、防

火、交通安全等の啓発活動を実施する区や防

災訓練を実施する区に対して支援しておりま

すが、これを見直し、新たに町内会版の防災

行動計画を作成する区や作成するための活動

を行う区など、支援する項目を加えたところ

であります。 

   ３点目、自治体職員が地域活動に参加する

利点について申し上げます。 

   様々な課題解決について、研修などを通し

て日々研さんを積んでいるところですが、地

域活動に参加することで、より具体的な課題

が見えてくると考えております。地域の一員

としての自覚も強くなり、職員の意識改革、

変革、ひいては住民サービスの向上につなが

る重要なポイントだと考えております。信頼

関係がより深まり、協働のまちづくりの推進

にもつながっていく取組として考えておりま

す。 

   ４点目の世帯数の少ない町内会が協働して

地域力を高めていく施策について申し上げま

す。 

   第８次総合計画を策定する際に設置いたし

ました町民会議において、人口減少や少子高

齢化、多様化する暮らしの中で、地域コミュ

ニティーの役員のなり手不足が課題であり、

組織の再構築が必要ではということから、108

の町内会の再編、現在の町内会名称はそのま

まで、複数の町内会をまとめた新たな組織づ

くり、取組といったご意見、さらには議会に

おいても町内会を幾つかまとめた組織の必要

性といったご意見も頂戴しているところであ

ります。 

   それぞれの町内会には、歴史的な背景もあ

り、またそれぞれの特色もあります。複数の

町内会で１つの自治公民館を運営し、その複

数の町内会で活動しているところも見受けら

れます。複数の町内会が協働して事業を実施

する場合の支援策として、区長さん方のご意

見もいただきながら、今後見直しを図ってま

いります協働のまちづくり活動支援事業や地

域総合交付金の新たなメニューとして取り込

めるのではないかというふうにも考えており

ます。 

   ５点目の地域力が町を築いていくことの認

識について申し上げます。 

   それぞれの町内会で抱える課題は、共通す

るものもありますが、各町内会で実情の違い

もあると考えております。人口減少や少子高

齢化、さらには価値観の多様化が進展する中、

地域、行政の役割や連携の在り方を問い直す

ことも必要ではないかと考えております。こ

れまで地域で実施してきたものができなくな

り、新しい枠組みを考えなければならない危

機にも直面しつつあると捉えております。 
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   議員からもございましたが、特に災害時、

命を守る行動といたしまして、共助、地域で

の連携が必要不可欠であります。地域力を高

めていくことは極めて重要な課題であると考

えております。 

   コロナ禍の中で、なかなか地域活動も制約

を受けている中ではございますけれども、中

長期的な視点に立って、人材の育成・確保、

そして情報とネットワーク、また資金確保の

方策、そういった観点にも立って、多角的に

方策を検討し、地域力を向上させるまちづく

りにつなげていく必要があるという認識を持

って取り組んでまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   議長から申し上げます。 

   12番細矢誓子議員の一般質問の途中ですが、

ここで昼食のため午後１時まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時４８分 

     再 開  午後 １時００分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   再質問に入ります。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、再質問をさ

せていただきます。 

   ヤングケアラーの問題が解決に向かうには、

まずヤングケアラーの発見、掘り起こしをす

ることがとても大事なことだと認識していま

す。 

   答弁の中で、ヤングケアラーと思われる事

例は複数あると述べられていますが、この複

数の事例は子供本人からのＳＯＳか、こちら

から発見をして、掘り起こしをして把握され

たのか、まずそれをお聞きします。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 河北町におきましても、

ヤングケアラーらしき事例ということで、複

数ということでございます。今のところ２件

ほど確認はさせていただいているところでご

ざいますが、これにつきましては要保護対策

連絡協議会の中で、まずケース検討として挙

げられている事例でございまして、学校、あ

るいは民生委員さんの情報とか、そういった

中での情報で今動いているものでございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） なかなか本当に掘り起

こし、発見というのは難しいことだといろん

な資料のほうにも載っておりますけれども、

まず子供たちの判断の一つとして、体や歯の

清潔さ、爪の伸び、衣服の交換などが一般的

な目安だと言われております。そんなことか

ら、子供たちに「心配なことはないのか」と

声をかけるとか、部活動や自分の興味のある

ことはやめて早めに帰宅する子供たちの様子

をチェックしまして、そんなこともヤングケ

アラーを見つける方法だとも言われておりま

す。 

   しかし、子供本人から声を出すということ

は本当に少ない実情だそうです。なぜならば、

自分がヤングケアラーだという認識、理解を

していない子供が本当に多いということなの

です。私たちは、やはり子供たちからそのよ

うな発信があったときはしっかり受け止め、

理解を示すことが必要であると考えます。 

   答弁の中では、相談の場として教育相談員

やスクールカウンセラーの配置があると述べ

られました。本町での教育相談員や子育て支

援センターなどに寄せられた相談件数という

のは今どのような状況なのか、また、寄せら

れた相談の内容はどのようなものが多いのか、

お尋ねをいたします。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 議員がご指摘なさっているよ

うに、ヤングケアラーというのは家庭のデリ

ケートな問題、そして本人や家族に自覚がな
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いといったことで、なかなか見つけにくい状

況にあります。そんな中で、学校等では議員

がご指摘なさいましたようにいかにしてヤン

グケアラーを早期に発見するか、これが課題

であります。 

   学校のシステムといたしましては、年度当

初に家族調書を出してもらっております。家

族の環境と家族構成、そういったところをま

ずは調べます。あと、町長の答弁にもありま

したように、ちょっとおかしいなと思った場

合にはすぐケース会議を開きます。ケース会

議を開いて、何がおかしいのか、どういう生

活状況なのか、今ご指摘あったように服装に

ついてとか、清潔面とか、そういったところ

で様々情報を共有します。 

   そして、いよいよおかしいなと思った場合

には、先ほど来から出ていますように要保護

児童対策地域協議会、要対協というふうに略

して呼んでいるんですけれども、これに提案

しまして、各方面の方々からも情報を集めて

おると。そういった中で、ヤングケアラーに

該当している子はいないかということで、常

にアンテナを張り巡らして、協議をしている

ところであります。 

   先ほど相談内容というふうなご指摘があり

ましたが、町では教育相談員を２名配置して

おります。コロナ前ですと、定期的に学校を

訪問し、いろいろ相談に乗っていますけれど

も、今現在携帯電話を保有しておりまして、

電話相談も受け付けております。何件という

のはやっぱり比較できませんけれども、三十

数件ほどあったというふうに聞いております。 

   その相談内容は、保護者であれば子育てに

関すること、あと児童生徒に関しては友人関

係、そういった悩みが多いようであります。 

   なお、スクールカウンセラーにつきまして

は、町で１名、県で２名、河北中に配置して

おります。年間で35回ほどの枠が設けてあり

ますけれども、件数については詳しくは把握

しておりません。校内を回って指導したり、

先生方の悩みの相談を受けたりしているとこ

ろであります。 

   以上でございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。 

   ヤングケアラーだった方から出された意見

として、自分の気持ちをありのままに話せる

場所があるとよかったという記事を見かけま

した。学校ではそのような場所はございます

か。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 学校教育の根本、基本として、

何でも話せる存在がいることが大事だという

ことを基本に据えております。その存在とい

うのは、やっぱり学級担任が一番であったり、

学校の先生が一番であったり。ですから、子

供が話しかけてきたときには、傾聴する姿勢、

これを一番大事にしております。話せる存在

がいるということ、これが一番大事だなとい

うふうに思っているところです。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございます。

やはりしっかり子供が発信しているものをき

ちんと受け止めるという態度が一番大事なこ

とかなと私も思います。 

   でも、なかなか学校の先生には言いにくい

なというような場面も子供の中にはあります。

ですので、学校で話せなくても、例えば地域

に戻って、地域の小さなグループ活動、サー

クル活動みたいなところとか、学習支援の場

所とかというところの先生方に、「先生、私今

こんなことで悩んでるのよ」なんていう話を

持ちかけることもあると思うんですよ。です

ので、やはり学校以外でもこういう場所を設

けられる、そういう取組を考えてはいらっし
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ゃいませんか。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 今現在の取組としては、放課

後児童クラブということで子供の居場所づく

りをやっているところであります。放課後の

時間を活用して、好きなビーズ作りとか、議

員ご存じだと思いますけれども、４つか５つ

の講座を設けまして、希望者に参加してもら

うと。そこでいろいろお話をしていただくと

いうことであります。 

   あと、今年から取り組みましたけれどもコ

ミュニティ・スクール、これは地域の教育力

をお借りして、地域の子供は地域で育てると

いうことで、議員がご指摘なさっている地域

力を大いに活用して、学校教育にもお手伝い

をいただくということで、今年から取り組ん

でいるところであります。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはり子供の意見、言

葉を発している声を耳を傾けて聴くという場

所がいろんなところにあるということは、と

てもいいことだなと。ヤングケアラーを見つ

けるにもとてもいい施策だなと私も思います。 

   ５月13日の山形新聞の中の「事象」という

欄に、「忘れられない教え子」という見出しで

掲載された記事がありましたので、とても私

これを読みましてじーんと来ました。ちょっ

とここで紹介していきたいと思います。 

   「その男の子は、小２のときにはもう既に

お風呂の掃除をしていたんですよ」、東北地方

の小学校で、養護教諭、保健室の先生をして

いた女性が話す。「今も忘れられない教え子だ。

母は離婚して都会へ、祖母と２人暮らしで、

洗濯やごみの片付け、買物を手伝う男の子を

「偉いな」と思っていた。ただ、暮らしぶり

が心配で、卒業後も時々連絡を取った。中学

校は欠席が多く、勉強についていけないよう

だった。何とか定時制高校に進学したが、祖

母は入退院を繰り返す。男の子は身の回りの

世話に追われた。そのうち、電話をしても出

なくなった。何かあったのかと自宅を訪ねる

と、男の子はぽつりと座っていた。祖母が急

に亡くなり、高校生なのに喪主を務めること

になっていた」。元養護教諭は、「おばあちゃ

んは孫が必要で、本人はつらくても世話をや

められなかったのかもしれない」と考える。 

   半数の学校が生徒の存在を認識していたが、

中学校の４割弱、高校の６割は地域の支援に

つないでいない。国は相談窓口を拡充し、福

祉と結ぶ支援に力を入れるという。 

   まさにこの子はヤングケアラーだった。そ

れでも、気にかけてくれる先生がいたから、

どうにか高校を卒業できた。 

   調査では、６割超の子は誰にも相談してい

ないことも分かり、孤立が心配だ。周りにそ

んな子はいないか、大人たちは気にかけてほ

しい。 

   というものが載っておりましたので、私こ

れを読んだときに本当に大人が気づいてあげ

る、そういうことの大切さをこの記事の中か

ら感じました。 

   ヤングケアラーが看護や世話をする家族は、

何も親や祖父母だけではありません。障がい

者の幼いきょうだいの身の回りの世話を担う

子供もいます。きょうだいケアは、家庭のお

手伝いの延長として見られがちで、その負担

の重さに気づかれないという問題があります。 

   障害福祉サービスの家事援助には、障がい

者の親を持つ子供の生活を助ける育児支援と

いう仕組みがあります。これはどのようなも

のか、お聞かせください。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 現在の障がい者関係の

ケアといいますか支援につきましては、自立

支援金給付事業というのがございますが、こ

れはあくまでも障がい者である方の支援にな
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るものでございます。障がい者の方々をケア

されているお子さん、そういった方がもしか

したらいらっしゃるのかなというふうには思

っているところではございますが、ヤングケ

アラーということになるかどうかなんですけ

れども、ヤングケアラーということで例えば

家庭での状況、その人の状況によってはいろ

んなケースがあるかとは思うんですけれども、

そういったケアをすることが悪いことではな

いというふうに私は思っております。その家

庭環境の中で、いろいろ分担しながら、障が

い者の方を世話されているということもある

のかなと思っております。ただ、そのケアが

あまりにも度が過ぎて、学校に行けなかった

り、教育ができなかったり、そういったこと

が問題なのかなとも思いますけれども、自立

支援金給付事業につきましては、障がい者の

ための直接の補助事業でございます。障がい

者のためのホームペルプ事業とか、デイサー

ビスとか、入っている施設への支援とか、そ

ういったものでございますので、そういった

ことで例えば介護をされているお子さんの支

援にもつながるのかなというふうには思って

いるところでございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 私これを読みましたと

きに、一番育児支援というので問題があると

いうのは、育児の範囲だということだったん

です。育児というのは何歳までかということ

で、その支援が受けられなくなるというとこ

ろが曖昧なんだそうです。まだこの支援の中

身の状況が。だから、育児が何歳までかとい

うのは、もっとしっかり国のほうとしてもき

ちんと明確に示す必要があるのではないかな

と私はこれを読みまして思いました。 

   もう一つ、主に高齢者介護のため利用され

る介護保険では、ヘルパーが被保険者以外を

援助すること自体が認められていないとあり

ますが、これについてもう少し幅を広げた解

釈はできないのでしょうか。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 今の介護保険事業の中

で、在宅で介護されている方のヘルパー事業

はございますけれども、これはあくまでもヘ

ルパーを必要としている老人の方のためのヘ

ルプ事業でございます。それ以外のものにつ

いての充用というのは今のところ認められま

せんので、その決められたヘルプ事業の中で

の実施であれば、その範囲であればできるの

かなというふうに思っております。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） これもちょっといろい

ろ問題がありまして、一事例ですけれども、

ご家庭で中学生がお母さんを見てらっしゃる

方がいたんですけれども、洗濯物の中に自分

の運動着も入れていたんだそうです。けれど

も、そこに来たヘルパーさんが、介護者の方

だけのお洗濯をして、中学生の運動着を洗っ

ていかなかったという事例があったもので、

もうちょっと幅を広げたあれができないのか

なということで今質問しておりましたけれど

も、やはりある程度規制がかからないとどこ

までも広がっていくということもおありでし

ょうから、やはりこれはその方のいろんな解

釈の仕方でしかやっていけないのかなと、私

も今回答をいただきまして思いました。 

   ５月18日の山新に、「若者ケアラー家事支

援」という記事の中で、政府が幼いきょうだ

いケアをする子供のいる家庭に対して、家事

や子育てを支援する制度を整備する方針を決

めたという内容が掲載されていました。この

ことは答弁の中でも語られておられました。 

   また、社会的認知度向上のため、2020年度

から2024年度を集中取組期間として、中高生

の認知度５割を目指すとした方針も書かれて

いました。やはり周知を徹底することで、皆
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さんが意識をしてヤングケアラーの発見をす

るということがとても大事なことだと私は考

えておりますので、早い段階で様々な支援に

つながりますので、やはり発見するのには周

知が一番大事だなということも私は考えてお

ります。 

   そこで、学校での周知とか地域での周知な

どはどのようにお考えでしょうか。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ヤングケアラーという

その名称自体も、本当に最近できたばかりで

あるというふうに私も認識しております。社

会的認知度は本当に低いというようには思っ

ております。ただ、ケアすること自体が、ケ

アラー自体が本当にそれが悪いことなんだと

いうように思われては大変困るのかなと。よ

って、きちっとした認識の下のＰＲが必要な

のかなというふうに思っております。それぞ

れ家庭での教育的なところも私はあるという

ふうには思いますが、国の方針としてこのた

び文科省と厚労省のプロジェクトチームによ

る報告書が出ております。この範囲が、介護、

教育、医療、福祉も含めていろんな幅広いよ

うな、そのような施策なのかなというふうに

は思っておりますので、国においては来年度

の財政対策の骨太の方針にも載せるというよ

うな話も聞いております。そういったことで、

国の方策を見極めながら、きちんとしたＰＲ

をやっていきたいなというふうには思ってい

るところでございます。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 学校に関しては、議員の質問

は本当に時宜を得ているなということで、今

回県教委のほうから調査が入っております。

５月末日付で各小中学校に調査を今依頼して

いる途中であります。６月９日締切りという

ことで、それ以降ですとおよその状況が把握

できるかなというふうに思います。 

   ヤングケアラー実態調査という名前で調査

を今かけているところであります。その内容

につきましては、ヤングケアラーという言葉

の定義からまず始まって、学校で教頭か校長

が答えられるような内容になっております。

第１番目に、「ヤングケアラーの定義を見て、

現在貴校に在籍している児童生徒でヤングケ

アラーと思われる子供がいますか」というこ

とで、「該当する」「いない」「分からない」、

その三択で質問しています。「いる」というふ

うに答えた場合には、様々な質問が用意され

ている。結果が分かりましたら、後ほど報告

したいと思います。 

○漆山光春議長 「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 ただいま教育長のほう

からもありましたけれども、５月１日現在で

のヤングケアラーの実態調査というのがただ

いま行われている最中でございます。それに

つきましては、方法としまして児童生徒に直

接聞き取りをするというものではなくて、学

校で把握している情報を基に回答していただ

くということになっております。 

   ヤングケアラーにつきましては、教職員、

または学校関係者等につきましてもヤングケ

アラーに対する概念の周知というのがまだ十

分でないというふうな状況でありますので、

今回の調査を機に、理解促進を図った上で適

切な支援につなげてまいりたいと考えており

ます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。やはりしっかりした対策を取って、これ

から進んでいかれることを希望します。みん

なが幸せを感じられるような河北町でありた

いなと思いますので、ぜひお願いしたいと思

います。 

   それでは、地域力のほうの再質問に移らせ

ていただきます。 
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   地域力ですけれども、私は一番ここで人材

の育成、人材を育てることが大事だと思って

います。今までは、この役割というのは大き

く分けると町内会の区長さんに重くのしかか

っていたように思っておりますので、これか

らはそれらの役を一緒に進めていく人材がと

ても必要になってくるものと思っております。 

   それで、答弁の中には講演会や、地域づく

りや運営のセミナーは行われていないと言わ

れましたけれども、私はやはり講演会やセミ

ナーというものを通して具体的に体得してい

くのがとても大事なことだと思っております

ので、回答の中では検討していくというふう

なお答えでしたけれども、具体的に年間何回

ほど開催していくのかというのをしっかり示

していただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○漆山光春議長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野勝まちづくり推進課長 町で開催しますこ

ういった研修会や講座、様々な分野でリーダ

ー育成というふうに銘打っているものもある

と思っております。ただ、地域力に関しまし

て、まちづくりという視点でこれまでも開催

されたことはありますけれども、具体的に地

域力を上げていく、こういったタイトルに関

しての研修、講座というのはなかったという

ふうに記憶してございますので、そこら辺も

含めましてどういったものが適当なのか、ま

ずはそういったところも含めて、ここで回数

までははっきり申し上げられませんけれども、

しっかり検討してまいりたいというふうに考

えてございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 災害は予告なしにやっ

て来ます。やはり地域の防災力を高めるため

にも人材育成は大変大切なことだと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

   現在、町では防災士の育成経費として本年

度予算に３万円を計上しておりますが、それ

ではこの防災士の活用は本町ではどのような

ときになされているのか、よろしくご説明を

ください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 防災士に関しましては、

昨年度新たに１人資格を取得されまして、現

在本町では河北町在住36名の方が防災士の資

格を有しておられます。このことは、昨年度

まで総合戦略の中でも目標値に定めておりま

した経過から確認させていただきましたが、

実際に防災士の資格を持っている方をその次

の手だてとして活用という部分においては、

特段何もなっていないという状況でございま

す。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはり地域に防災士の

方がいらっしゃるというだけでも、地域の防

災意識が高まるというのは私は非常に大きな

力だと思っておりますので、地域の小学校の

子供さんたちの防災教育、そういう講座のと

きに地域の防災士さんが行ってお話をするな

んていう方法なんかも活用の方法の一つと思

っておりますので、ぜひその辺のところで、

せっかく資格をお持ちになっていますので、

そのところをうまく活用されてはどうかとい

うふうに提案します。 

   あと、今年度から防災専門員さんを採用さ

れました。それで、既に防災専門員さんを活

用されて事業をされた町内会などはあるのか、

また、その事業内容はどのようなものだった

のかをお尋ねします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 ４月に任用させていただ

きました防災専門員につきましては、実際に

町内会としては５月に１か所、谷地中部地区

にある町内会になります、そこで講習会のほ

うに参加させていただきました。35名ほどの
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方にお集まりいただきまして、特にご要望に

応じて地震に関して、加えてコロナの状況に

ついてということで、お話をさせていただい

たところであります。 

   また、地域ではないんですが、学校安全研

修会のほうにも同じ５月にお招きをいただき

まして、14人の方々を対象に避難時の留意事

項などについてお話ししていただいていると

いう現状にあります。 

   今後の予定といたしましては、各町内会単

位でいろいろとオファーといいますか要請も

いただいておりますので、適宜対応させてい

ただきたいと、このように考えているところ

であります。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはり防災専門員さん

の方々のお仕事というのは一般の町民の方と

いうのはなかなか分かりにくいかなと思って

おりますので、そういう事業をされましたら

様々な会、例えば区長会さんや婦人会さんの

集まりなどのときにお話をしていただくとい

うふうに私は、やはりそういうものを皆さん

知っていくというのが大事なことかなと思っ

ておりますので、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

   今年度から地域振興総合交付金のメニュー

の中に、町内会版の防災行動計画を作成する

区や作成するための行動を行う区に対して支

援をする項目が拡大したということが書いて

ありました。答弁の中で言われましたので、

私はこれはとても高く評価するものでござい

ます。活動を進めていくには大変大きな力に

なっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

   本当に町内会が大変世帯数が少なくなって、

なかなか思うように動かないという事情もあ

りますけれども、やはりできることから始め

ていくことが肝要であるかなと思っておりま

す。いざというときのために、共助の力で地

域の人たちで支え合う仕組みをしっかり構築

する必要があるという認識を持ってこれから

進んでいきたいなと私は思っております。質

問を終わります。 

○漆山光春議長 以上で12番細矢誓子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで１時35分まで休憩とします。 

     休 憩  午後１時２８分 

     再 開  午後１時３２分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、９番丹野貞子議員の一般質問を行い

ます。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ９番、一般質問を行い

ます。 

   寒河江川の溝延の桜は、樹齢約27年になり、

開花時期は大変すばらしく、遠くからもよく

見えて、すばらしい景観を奏でています。 

   植樹してから約10年たった平成16年から、

地元溝延地区の一升餅保存会の会や、アユ釣

りの好きな方々の「ぼた餅を食べながら景観

を楽しみ堤の桜を愛でよう」という発想から、

溝延地区民が桜祭りを立ち上げました。 

   立ち上げから四、五年経て、溝延の実行委

員会規約などをつくり、町の協働のまちづく

り補助金、新しいまつり補助金などを活用さ

せていただき、「桜祭り・楽しく歩こう会」実

行委員会は、内容を変えながら、平成31年度

も2020年春に向けて第16回目を計画し、準備

も８分目まで進めていましたけれど、コロナ

感染がだんだん広がり、中止といたしました。

引き続きコロナ拡大防止が続く中でしたので、

実行委員会では今年度の2021年も桜祭りは開

催できませんでした。２年続いて開催できま

せんでした。 

   しかし、桜はコロナに関係なく毎年きれい

に咲いて、これまで町や観光協会でＰＲして
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くださったおかげもあり、桜祭りイベントに

関係なく、開花とともにどこからともなく人

がたくさん集まってきて、にぎわっておりま

す。 

   私は、昨年も今年も開花時期は幾度も現地

に散歩などに行きましたし、桜づつみの堤防

も車で走りました。桜にかかわらず、私は日

頃からよくこの道を通っているものでござい

ます。 

   以前から思ってはいましたが、この時期は

歩きながら見ていても、運転していても、上

流側から来る車と下流側から行く車がすれ違

えず、立ち往生している様子を見ていて、危

ないなと思っていましたし、近所の方からも

そういう話をよく聞いておりました。開花時

期は町外の方も来ているようですし、県外ナ

ンバーも見かけます。 

   実は今年、寒河江市の三泉橋近くの寒河江

学園入り口あたりで、私は渋滞にはまってし

まいました。抜け出せなくなりました。私の

後ろは、上流に向けて大縦列でした。三泉橋

入り口の上流付近で、大きなワゴン車と普通

車がすれ違えず、前にも後ろにも行けないで、

詰まっている状態でした。私もどうしたもの

かと見ていたんですけれども、みんな今度車

から降りて、どうしようどうしようというこ

とになりまして、相談をして、溝延のほうの

公園のところから下りてもらうようにしまし

ょうねということで、そこまで行きまして、

溝延側のほうの人たちは住吉のほうへ流れる

ほうがいいですよということで、誘導をさせ

ていただきました。それで30分くらいして、

何とかその事態は切り抜けましたけれども、

そこにいた方々からは「この時期だけは一方

通行だといいんだよね」というふうな声が飛

び交っていました。今まで転落事故がなく、

よかったなと思っていますが、何かあってか

らでは取り返しがつかないことになると危機

感を覚えます。 

   私は、質問に際し、寒河江警察署の公安課

でお話を伺ってまいりました。やはり危ない

という電話が毎年数件かかってきているとい

うことでした。 

   桜祭り実行委員会では、桜祭りの日は期間

限定で寒河江警察署から通行止めの許可を取

り、寒河江学園近くの河北町側の公園で進入

禁止とし、住吉屋方面に迂回していただくよ

う、実行委員会ボランティアで案内のチラシ

をお配りして、ご協力をいただいております。 

   桜づつみの桜と景観は、河北町の立派な観

光資源となっています。安全な体制で楽しん

でいただくために、交通規制が必要と考えま

す。 

   距離は、河北町側は溝延橋からスタートし

て公園までは約1.5キロありますが、300メー

トル置きに４か所、広い場所があります。ふ

だんの通行は大丈夫です。そのほかにも、畑

に下りていく道路とか、川のほうに行くのも

ありますし、大体300メートル置きに造ってあ

ります。 

   寒河江市側は、公園から三泉橋まで700メー

トルあります。こちらのほうは、寒河江学園

と伊藤建設さんの入り口のほか、すれ違える

ところは１か所です。さらに、寒河江市側の

ほうは、花火大会をやっていたこともあるか

と思うんですけれども、きちんとなっていま

して、川のほうに下りるところにコンクリー

トの階段をきちっと広く５か所も造ってあり

まして、コンクリートなんですね。タイヤを

外したら危険です。 

   あわせて、溝延から三泉橋まで2.2キロの堤

防道路なんですけれども、交通安全のために

私はぜひ次の事項を提案いたしたいと思いま

す。地区以外の方のご意見もお聞きしました。

ぜひお願いしたいとのことでした。 

   そこで、質問事項の１、溝延橋から三泉橋
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区間の寒河江川溝延桜づつみを、桜の開花時

期に合わせた一方通行規制の考えについてお

伺いいたします。 

   質問要旨の１は、溝延桜づつみの開花時期

の車両の通行状況の把握についてです。 

   質問要旨の２は、その年の開花最盛時期に

合わせて５日間くらい、溝延橋から上流に向

けて一方通行規制を行って、交通安全対策を

行ってはどうかということです。 

   質問要旨の３は、桜づつみ上流、寒河江学

園近くの公園駐車場に、日にち・時間指定の

進入禁止の立て看板と、住吉屋方面への迂回

路お願いの文書を設置してはどうかというこ

とです。 

   質問要旨の４は、三泉橋方面から来る車も

溝延橋方面から行く車も、限定期間は住吉屋

方面に流れるよう寒河江市と協議し、安全な

交通の流れをつくることについてお伺いいた

します。 

   質問要旨の５は、一方通行規制時間の10時

から３時までは進入禁止看板あたりに係の人

員を配置してはどうかであります。桜祭りで

ボランティアの人がそこに立っているわけで

すけれども、やはり抑えられず、流れてくる

車もありますので、１台でも来ると流れが止

まってしまうということになるので、ここも

やっぱり人が必要だなというふうに思って、

提案をいたします。 

   質問事項の２です。 

   寒河江川の桜づつみの桜の剪定計画と、河

津桜を増やすことについてであります。 

   寒河江川の桜づつみは、シルバーさんにお

願いしているようですが、ここで桜に詳しい

プロの手でしっかりと剪定すべきだと考えま

す。下流側のしだれ桜も大きくなり、上流・

下流ともに開花時期はすばらしい眺めで、毎

年足を運びたくなるスポットになっています。

ソメイヨシノとしだれ桜中心でしたが、枯れ

たところに３年前に植えた河津桜２本もまだ

若いですので、けなげに成長し、楽しませて

くれました。今年は気候の影響もあったのか、

みんな一斉に咲きましたが、いろんな種類が

あったほうがよいですし、一足先に春を感じ

させる河津桜は期待の品種だと思います。管

理方法も同じでよいのか、プロの指導をいた

だきながら、増やす方向を考えていただきた

いと思います。 

   そこで、質問要旨の１は、大木になってき

て、しっかりと剪定する時期だと思うが、今

後の計画についてお伺いいたします。 

   質問要旨の２は、早咲き品種の河津桜を増

やす計画についてであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

   再質問を保留し、一般質問を終わります。 

○漆山光春議長 ９番丹野貞子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ９番丹野貞子議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、溝延橋から三泉橋区間の寒河江川

溝延桜づつみを桜の開花時期に合わせて一方

通行規制することについてお答えいたします。 

   まず、１点目の溝延桜づつみの開花期間の

車両の通行状況の把握という点でございます

けれども、溝延桜づつみにつきましては「桜

祭り・楽しく歩こう会」実行委員会のご尽力

もありまして、例年桜の名所として定着して

いる中で、町内外から大勢の方が現地に見え

られ、当町の春における代表的な観光、桜ス

ポットとして大きな役割を果たしているとい

うふうに認識しております。 

   ご質問の町道寒河江川桜づつみ線につきま

しては、開花時期のシーズン中、コロナ禍の

影響もあり、３密を避けた身近な外出先とし

て人気が高まり、散策だけでなくサイクリン

グや車による往来も多くあったということで、
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多くの方が花見客としてお越しになられたと

認識しておりますが、開花期間を通して車両

の具体的な交通量把握というまでには至って

おりません。 

   ２点目、その年の開花最盛時期に合わせて

５日間程度一方通行規制を行い、交通安全対

策を行ってはどうかという点でございます。

また、３点目、桜づつみ上流、寒河江学園近

くの公園駐車場に日時指定の進入禁止と住吉

屋方面への迂回路のお願いの立て看板を設置

してはどうかと。また、４点目、三泉橋方面

から来る車も溝延橋方面から来る車も交通規

制期間は住吉屋方面に流れるよう、寒河江市

と協議して、安全な交通の流れをつくること

について。さらに５点目、一方通行規制期間

の10時から15時までは、進入禁止看板場所に

係の人員を配置してはどうか。この点につい

ては、関連いたしますので、一括して申し上

げたいと思います。 

   町といたしまして、道路管理者の立場とし

て、寒河江警察署にご相談申し上げたところ

でありますけれども、５日間程度の通行規制

であれば、警察署に対する道路使用許可によ

る手続として扱えるという回答でありました。 

   また、議員ご提案の三泉橋、溝延橋双方か

らの進入のみ一方通行とし、住吉屋方面に迂

回する交通規制についてですが、堤防上から

住吉屋方面への道路は、道路幅があまり広く

なく、隣接する事業者関連の車両往来もある

ことから、迂回路として大量の車両を通行さ

せることは、安全性の観点や周辺の方々から

の理解を含め、十分な検討が必要であると考

えております。 

   なお、交通規制等の立て看板設置について

は、交通安全確保の観点から行政界をまたぐ

寒河江市との協議も十分に行い、具体的な設

置方法を検討してまいります。 

   あわせて、誘導員等の人員配置ということ

でございますけれども、町といたしましては

溝延桜づつみの開花期間において安全確保の

ための周知徹底を図る目的で、交通規制等の

立て看板設置での対応が図られるよう、検討

を進めてまいりたいと考えております。 

   次に、寒河江川の桜づつみの桜の剪定計画

と河津桜を増やすことについてお答えいたし

ます。 

   １点目の桜の剪定時期、今後の計画という

ことでございます。 

   桜づつみの剪定につきましては、毎年シル

バー人材センターに委託いたしまして、維持

管理に努めておりますが、高所剪定作業が難

しく、苦慮する現状にあります。大きくなっ

てきたということですね。 

   こうした中、令和２年度におきまして、実

績がある民間の園芸業者からの提案によりま

して、寒河江川左岸に植栽された桜づつみの

ソメイヨシノを対象に、交通阻害や一定の高

所を含んだ絡み枝、逆さ枝、成長を阻害する

混み枝などについて、一部の剪定枝を回収す

ることと、樹形に配慮した剪定と切り口部へ

の殺菌剤塗布などの作業を無償で実施してい

ただきました。そういった取組も含めて、維

持管理費用の抑制に努めてきたところであり

ます。 

   今後の剪定方法について、園芸業者などプ

ロの助言もいただきながら、健全かつ安全に

見ていただける成育維持に努めてまいります。 

   ２点目の早咲き品種の河津桜を増やす計画

についてでございます。 

   過去に遡って確認いたしましたところ、平

成４年度から９年度にかけて、溝延橋上下流

にソメイヨシノ、しだれ桜、オオヤマザクラ、

エドヒガン、カワチザクラなど、全体で337

本の桜が植栽されております。 

   近年に至りまして、地域の方々からのご提

案もあり、早咲き品種の河津桜について、枯
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れ木箇所への植え替えとして溝延橋の下流に

平成30年度と令和元年度にそれぞれ１本ずつ

の計２本を植栽しております。 

   現在の桜の本数は全体で314本と確認して

おりますけれども、特にソメイヨシノの成育

は非常に旺盛で、開花時期には絶景のスポッ

トとして多くの方々から親しまれております。 

   ご質問の様々な品種の管理方法についてで

ありますけれども、業者の方に伺ったところ、

ソメイヨシノなどほかの桜との違いはないと

いうことでありました。 

   また、一説としてソメイヨシノの寿命は60

年と言われております。古木になれば、幹の

内部から腐れていく性質もあるということで、

健全な成育維持の管理を継続しながら、長期

的な景観形成の維持を考え、寿命を迎える前

の一定程度の先行間引きや、枯れ木が発生し

た場合などを想定した植え替えの際には、河

津桜を含めた様々な品種について専門の方々

からのご意見も伺いながら植栽の検討を進め

てまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   それでは、再質問をさせていただきます。 

   まず、溝延桜づつみの開花期間の車両の通

行状況の把握ですけれども、広報かほくにド

ローンで撮ったという、今年は４月15日が一

番きれいだったかなと思っております、また

町のほうでもこのような写真を撮って町民の

皆様に広報かほくでお知らせしていて、これ

はそんなでもないなというふうに思っていて、

いつ頃、何時頃に撮ったかは分かりませんけ

れども、町では桜の開花時期に桜づつみの車

の往来についてどのような認識といいますか、

このような現象が起こっているということは

把握なさっていたのかをお聞きしたいと思い

ます。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 道路管理者としまして

は、交通量の把握という部分はイベント開催

時というような部分は努めている状況にはご

ざいません。国勢調査で５年に一度、路線を

ある程度抽出した中で交通量、台数の調査と

いうものになっています。今回、桜づつみの

路線に当たる部分については、そういった観

点では交通量の把握には至っていませんが、

かなり大勢の方がいらっしゃっているという

ことで、どの程度の混み具合かという部分は

私も三、四度ぐらい、土日も含めて足を運ば

せていただいたという実情でございます。以

上でございます。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 私も付きっきりでずっ

と桜の開花時期に桜づつみにいたわけではな

いんですけれども、買物をしたりとか、私の

使う道路、走らせてもらう道路ですので、し

ょっちゅう通りますけれども、桜の開花時期

によく出会うのが、紅寿の里の介護施設の車

だとか、寒河江にもたくさんありますけれど

も、その人たちがどうやら桜の開花時期には

利用者さんを乗せていろいろなところを回っ

ているようなんですね。ですので、そういう

大きな車も通っていましたし、あとは高齢者

の方は車で来て、ずっとあそこを歩くという

のは困難な方も結構いて、１人で車で桜づつ

みを走る目的で来ているのではなくて、家族

の方が桜づつみの下を通って、家にいるだけ

でなくという、皆さん春の楽しみとして通ら

れているような感じに思われます。あとは若

い方々も休みの日とか休暇を取って、その方

たちはちゃんと広い遠い駐車場に止めて、下

のほうを歩いていたりとかなんですけれども、
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やはり歩けなかったり、本当に高齢者の人が

多いと思うんですけれども、そこを乗せて見

せて歩いているなというのが、皆さんの聞き

取りをしたところ10時から３時のあたりが多

いようです。私がはまったところは、本当に

怖くて、小さい車だと２台すれ違えるんです

かね。普通車２台だと、やはり無理です。よ

っぽどうまい人だったらいいでしょうけれど

も、皆さん怖くて動かなくなっちゃうんです

ね。そういうこともあって、今回このような

提案をさせてもらっているんですけれども、

答弁を見ると、開花時期には上流に向けての

一方通行規制をやってもいいかなという、こ

れからのいろいろな過程を経なくてはいけな

いけれども、町としてはそれに向かっていく

ということでいいんでしょうか。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 実情については、町の

ほう、警察署、あとは寒河江市のほうも同じ

ような実情は把握はなっているものです。そ

うした中で、今丹野議員おっしゃったような

交通規制がいいかどうかは結論は出ていませ

ん。しかしながら、やはり普通車が２台往来

して、かつ散策する人も往来する中では、道

幅が狭いという実情は皆さん状況は把握して

いる中で、それをさばくには、短期間の間で

すけれどもどういったやり方がいいかという

部分は少し検討する必要があります。なので、

ここに答弁したような形で、来シーズンに向

けた対応を進めていきたいと考えております。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 皆さんあそこを通って

お分かりだとは思うんですけれども、ふだん

でも溝延から行きますと300メートル置きに

広いところがあって、すれ違えるんですけれ

ども、1,200メートルの地点から1,500メート

ルに行くところにカーブがありまして、それ

は向こうが見えないんですね。堤防を走って

いる真っすぐなところだと、向こうから来る

なと思うんですけれども、公園から700メート

ルくらいはカーブになっていて見通しが悪い

ので、すれ違うまでは対向車が来たというの

が分からないんです。ですので、下がっても

らうとしたら公園側の人が広いところがある

ので下がってもらうということで、三泉のほ

うから来た人たちがよけてくれるという感じ

になっているようなんですけれども、やはり

桜の時期というのはどうしてもたくさんの車

が来るということで、いつか事故にならなき

ゃいいなというふうにみんな心配しながら通

っているということで、ぜひ寒河江側とも協

議して、そういうふうになるようにしてもら

いたいんですけれども、公園のほうから住吉

側のほうに流れていくところに、伊藤建設さ

んの砂利がありますよね。あそこで作業をし

ている方が上ってくることと、それからずっ

と行くと大きい道路に行くところまではサク

ランボ畑があって、確かに農道みたいな感じ

で、あそこをにぎやかに走るというのも、こ

れも今答弁ありましたとおりなかなかいろい

ろと協議しなきゃいけないことはあると思う

んですけれども、寒河江にも桜の木がいっぱ

いあって、桜まつりをやっていますよね。そ

の時に、三泉橋のあたりに桜まつりという看

板があって、寒河江川上流と下流に桜まつり

というふうに看板があるんですよ、小さい矢

印が。そうすると、上流側の、道生のほうも

そうですし、こちらの河北町側もそうですし、

寒河江側で宣伝している桜まつりというもの

を、よそから来た人は「ここから寒河江、こ

こから溝延」じゃなくて、ずっと寒河江川の

土手を桜が咲いているわけですから、やっぱ

り行ってみたいなと思うのは当たり前で、ぜ

ひ見ていただきたいと思うので、やはりこれ

からも寒河江のほうの桜もどんどんＰＲして

いくとお客さんが来て、こういう現象はこれ
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からも出てくるなと予想できますので、ぜひ

寒河江側のほうと協議していただいて、今私

の提案しているような通行規制になるように

していただきたいのと、先ほど道生のほうと

言いましたけれども、三泉から上流のほうに

向かっていくと、特別養護老人ホームいずみ

があるんですけれども、そちらのほうもずっ

と桜があって、すばらしい桜並木なんですよ

ね。ですから、もしかしたらそちらのほうも

そういうふうになる可能性があるなと私は思

って、そうしたら寒河江のほうだって上流か

ら下流に下りてくるほうを一方通行にして、

大きい道路のほうから道生の、家のほう、町

のほうを行って、来るということも、そうい

うのも話し合いながら、広域でというか寒河

江市と河北町連携での桜祭りを、桜を楽しん

でいただくというふうな交渉の仕方もあるの

かなというふうに思っていますけれども、今

私が言ったような考えについてはいかがでし

ょうか。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 桜祭りは別として、道

路管理者の立場として安全確保というふうな

視点で私はお話しさせていただいている状況

です。 

   先ほど来、丹野議員のほうからは迂回路、

ご提案のようになるようなお話もありました

けれども、実はそこが一番の課題でありまし

て、それが難しいと思うんです。その辺も含

めて、河北町部分については生活道路でない

中で、寒河江市さんのほうは生活道路があり

ますので、その辺の中でどういった交通規制

が一番ふさわしいのか、その辺はやっぱり寒

河江警察署などともしっかりお話ししないと、

ご提案のとおりとふうにはまだ、それは別問

題として安全確保のためにどうしたらいいか

というふうなお話をした中で進めていきたい

という考えです。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 桜祭りと交通安全はま

た違うんですけれども、桜が咲いているとい

うことで皆さんそこを通ってみたいというこ

とで車が来るんだろうというふうに思ってい

まして、交通安全のために質問をしているわ

けですけれども、先ほどの答弁で「安全確保

のため、周知徹底を図る目的で交通規制等の

立て看板設置での対応が図られるよう検討を

進めてまいります」というお答えがあったん

ですけれども、最初に戻るんですけれども、

これをやったほうがいいということの取組を

しようということでのお考えなんですよね。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 人員の配置というよう

な部分はまた別として、やっぱり通行する方

のマナーも当然必要です。そうした中で、交

通規制を加えた中で安全に通行してください

と、そうした取組を考えていきたいというこ

とです。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ぜひ通る人の安全を考

えて、寒河江市側と協議をして、よろしくお

願いをしたいと思います。 

   それから、10時から15時までというのも、

私も桜祭りのときに守ってくれないという感

じでしたので、先に課長のおっしゃるように

そういうことをやっていきながら、まずは来

年の桜の開花時期を皆さんが安全に走れるよ

うになればいいなと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

   次に、寒河江川の桜づつみの剪定計画と河

津桜を増やすことについてなんですけれども、

先ほどの答弁の中で令和２年度において実績

がある民間の園芸業者からの提案で、いろい

ろと無料で剪定の切り口部分の殺菌とか樹形

に配慮した剪定などをしていただいたという

答弁があったんですけれども、これはどうい
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う流れでしていただいたのか。私も通ったと

きに、いつもだとシルバーの方がいるのに若

い人がいるなと思って、今年は専門の業者の

方に頼んだんだなと思って見ていましたが、

今の答弁を聞くとやはりそういう専門の業者、

プロの方がやっていたんだなということで、

随分きれいにはなりましたけれども、まだま

だ、やっぱり樹勢がいいので、また伸びてき

ているので、プロの業者に頼んだ経緯といい

ますか、これは来年また続けていけるのかと

いうことをお伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 プロの業者に頼んだと

いいますか、こちらのほうはプロの業者にお

願いされたというか、ご提案があった中で、

ウィンウィンの関係で、町としてもうまくい

くなというふうなことで進めてきたところで

す。このご提案は、平成30年に遡って、桜の

剪定枝を回収することが前提にあるわけです

けれども、それは最終的には養生しながら、

枝を地上に回すというような、品物になるわ

けですけれども、そうしたものをする代わり

に剪定の労務作業、あるいは消毒作業をやっ

ていただけるというようなことであります。 

   令和２年度の桜づつみのほうに行く前に、

ちょっと社会実験をした中で、本当に信用が

あるかどうかも確認してからのほうがいいな

というようなことで、２年ほど前から別な場

所で若干した経験の中で、これは信頼して大

丈夫だというようなことで、令和２年度にお

いては２月末から３月まで約30日間ですけれ

ども、庄内の園芸業者さんですけれども、現

地のほうで剪定をしていただいたと。全部で

三百十何本、ソメイヨシノの大きな木があり

ますけれども、全ての木においてそういった

形で剪定していただいたということでありま

す。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） それは今年度も続いて

やってくださるんですか。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 市場のほうの流れで、

あとは現場のほうの枝的に、引き続きできる

かというような部分は、私たちとしては引き

続きやっていただきたいという思いはありま

すけれども、その辺は状況次第で、何とも言

えませんけれども、町としましては取り組め

るのであればぜひ継続した取組をお願いでき

ればというふうなことで、対応を進めたいな

と思っています。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 今のところそういうの

が続けばいいなというふうに思います。やは

り枝がどんどん伸びてきて大変だなとみんな

通る人は思っていますので、そういうのが続

けていけるのであればやっていただきたいと

思います。 

   桜の管理というので、コロナなんかは河北

方式というのが先ほど飛び交っていましたが、

桜の管理は弘前方式というのがあるそうで、

皆さん弘前の桜を見に行ったと思うんですけ

れども、弘前の剪定はよくテレビなんかにも

出て、ご存じの方もいると思うんですが、ち

ょっと披露したいと思います。 

   「弘前公園の桜が美しいのは、リンゴ栽培

で培われた技術があってこそ。日本一のリン

ゴのふるさと弘前市には、130年を超えるリン

ゴ栽培の歴史に裏づけられた日本一の技術が

引き継がれています。リンゴ栽培の最も重要

な作業の一つに剪定があります。この剪定と

施肥、薬剤散布という弘前方式の３つの基本

に、根の病気に対する積極的な外科手術、幹

から伸びる不定根の保護、そして土壌改良と

いう新たな管理技術を加え、弘前方式は進化

してきました。これにより、本来寿命は60年

ともいわれる桜が100年を超えてもなお見事
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な花を咲かせています。この管理方法は全国

の手本ともなり、数多くの桜の管理者がその

技術を学ぼうと弘前を訪れています。弘前公

園の桜は、約50品種、2,600本、ソメイヨシノ

を中心に八重紅しだれや垂れ桜などが咲き誇

ります。園内の桜は、ソメイヨシノの場合、

樹齢100年を超えた老木でも１つのつぼみか

ら咲く花の数が５個から６個と多いのが特徴

です。満開の枝をじっくり眺めてみると、花

にボリュームがあり、優美な桜は日本一の徹

底した管理から生まれるということが分かり

ます」というふうなことで、皆さん新聞報道

やテレビなどでも見たことがあると思うんで

すけれども、樹木医さんみたいな人がいて、

弘前の60年と言われるソメイヨシノが100年

を超えてもなおそういうふうにきちんと咲い

ているというのは、やっぱりきちんとした管

理があって、そういう桜の名所と言われるよ

うな桜を咲かせているんだなというふうに思

いますけれども、今は溝延の桜づつみは約30

年ですので、まだ老木とは言えない、ちょう

ど中堅といいますか、人間だったら働き盛り

といいますか、だからきれい盛りですよね。

ですので、まだ樹木医さんがやるような剪定

は要らないのかもしれないんですけれども、

随分大きくなってきて、混んでいるなという

ふうには思うんですけれども、先行間引きと

かそういうのはいつ頃する予定なんでしょう

か。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 一説では60年の樹齢と

いうふうな中で、それを迎える前でもある程

度ちょっとうろたえるような幹なども出てく

るかと思います。定期的に道路パトロールを

しながら、あるいは少し専門の方にも足を運

びながら、優先順位をつけながら、そろそろ

これは間引く必要があるのかとか、そういう

助言は必要があるかと思います。その際には、

まだ具体的な年次計画で云々までは至ってい

ませんけれども、樹医の方とか造園屋さんと

かそういう方も含めた中で、どういったタイ

ミングでするかという部分を検討させていた

だければと思います。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 専門的なことなので、

私もよく分からないんですけれども、やはり

間引きとかそういうふうなものについては担

当課のほうでよくご相談なさって、よく管理

をしていただきたいなと思いますし、もし枯

れ木が出た場合は早咲き品種の河津桜をもっ

と増やしていただきたいなというふうに思い

ます。河津桜は、ソメイヨシノと違って可憐

というか、混まないできれいな花だなと、色

も濃いし、思うんですね。ですので、皆さん

春になると、厳しい冬の後の春の訪れは誰も

がわくわくして、スイセンが咲いた後２週間

ぐらいには桜も咲くわけですけれども、その

中で特に河津桜なんかが先に咲くと、皆さん

散歩する方も訪れる方もやはりいいなという

ことで、桜づつみの景観というのはちょうど

月山とかが見えて、溝延橋から見えるあの景

観もすばらしく人気なんですよね。桜が咲く

ばかりではなく、あそこも観光スポットと言

われるゆえんだとは思うんですけれども、河

北町の溝延の桜祭り実行委員会のものではな

くて、河北町の観光資源だというふうに皆さ

ん思っているかと思うんですが、その中でや

はり町としても観光スポットを大事にしてい

くというのは大事だと思いますので、ぜひ河

津桜も手入れをしながら、今植えているのが

枯れないようにしていただきたいというふう

に思います。先ほどの答弁にあったとおり、

ソメイヨシノと管理は同じだということで、

難しくない品種のようですので、私たちも地

元の人も見守りながら、桜づつみの桜を見守

っていただきたいというふうに思います。 
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   今回は、溝延の桜づつみがきれいになって、

とにかくお客さんが来てあそこの交通渋滞が

心配でということで、一番は事故にならない

ように町で考える必要があるのではないかと

いうことで、私は交通規制のことを特にご提

案をする質問といたしました。いろいろと課

長とのやり取りの中で、前向きにやっていた

だければなというふうに思いますので、寒河

江市さんと相談しながら、よろしくお願いし

たいと思いますが、一言聞いてから。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 町の春の大事な観光ス

ポットですので、交通の安全確保という観点

から、今ご提案いただいたものを、いろんな

関係機関とも調整しながらですけれども、そ

の辺図って、安心して誰もが通れるような桜

づつみというような部分を目指した中で、か

つ桜そのものもこれから一説60年の樹齢の中

で当然植え替えの時期も出てきますし、先ほ

ど言われたように河津桜だけ植えてはこれま

での景観が乱れてしまいますので、それだけ

では難しいので、やはり一定程度ソメイヨシ

ノも加えた中で、今の景観維持につながるよ

うに、そういった維持にも努めなければいけ

ないということで、努力してまいります。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございまし

た。 

   一般質問を終わります。ありがとうござい

ます。 

○漆山光春議長 以上で９番丹野貞子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで２時25分まで休憩とします。 

     休 憩  午後２時１４分 

     再 開  午後２時２４分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、11番石垣光洋議員の一般質問を行い

ます。 

   「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） それでは、通告に従い

まして一般質問を行います。 

   質問事項の１として、新型コロナウイルス

感染症対策について伺います。 

   まず１番目に、河北町における新型コロナ

ウイルスのワクチン接種の見通しについて伺

います。 

   町内会ごとの接種ということで、河北町で

は順調に、混乱もなくワクチン接種が進めら

れていると考えますが、ワクチン接種の希望

者に対する接種はいつ頃までに終わると見て

いるのか、伺います。 

   ２番目に、ＰＣＲ検査を拡充すべきことに

ついて伺います。 

   海外の例では、ＰＣＲ検査を広く行うこと

で、経済活動を制限せず、経済も成長してい

る国もあります。一番罪深いのは、検査抑制

論だと思います。けれども、この病気の性格

からして、感染した人をできるだけたくさん

見つけ出して、隔離すること以外に基本的な

対策はないわけであります。だとすれば、当

然できるだけたくさん検査を行っていかなけ

ればならないというのは、これは誰でも分か

る道理だと思います。だから、世界中ではそ

うしているわけであります。けれども、日本

ぐらいだと思いますが、ＰＣＲ検査をあまり

やっちゃいけないという、物すごく訳の分か

らない理屈があるわけです。オーストラリア、

ニュージーランド、台湾など、徹底した検査

で国内の経済活動を回している国があります。

経済も成長しています。日本では、生活の制

限により経済が停滞しています。 

   新聞報道で、南陽市では５月23日から無料

ＰＣＲ検査を実施とありました。秋田市では、

抗原検査キットを教職員に配付、5,800人分、

対象は学校69校と保育園や認定こども園など

計141施設とありました。このように、市レベ
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ルで行っているところはあります。県の権限

に属することだと考えますが、ＰＣＲ検査を

広く行うように山形県に要求すべきと考えま

すが、考えを伺います。 

   ３番目として、今後の対応について伺いま

す。 

   町内経済が目に見えて衰退していく状況に

あると考えます。自粛や外出の制限、私権の

制限で、経済活動も文化活動もイベントなど

も行えない状況です。これまでにも幾つかの

支援策などが行われてきましたが、町内経済

に対する河北町の今後の支援策について伺い

ます。 

   次に、質問事項２として、農業政策につい

て伺います。 

   まず１番目に、米価下落が予想されるが、

対策について伺います。 

   米の需給緩和が懸念される2021年産米で、

飼料用米などへの転換も考えられます。20年

産米の在庫量も多いとされる中、米価下落を

回避するための対策が必要です。 

   農水省による21年産米の需要に見合った適

正生産量から見ると、作付面積で前年比５％

の削減が必要で、山形県農業再生協議会が設

定した生産の目安、1.3％と開きがあります。

どのくらい米の価格が下がるのか、田植えが

終わったばかりですが、不安があります。安

定した生産ができるのは米ですが、米の生産

者価格が下がれば、営農計画や収益の見通し

が立たなくなり、再生産、次年度の営農もど

うするか考える人も出てくると思います。米

の耕作の受け手も厳しい状況に置かれてしま

います。長期的な米価の安定や対策が重要だ

と考えます。手取りの確保が重要です。米の

値段の暴落のおそれがある中、対策について

伺います。 

   ２番目として、サクランボの生産見通しに

ついて伺います。 

   霜の害によるサクランボの着果不良が多い

と聞きます。品種によっては、園地によって

は、近年にないほどの不作との声も聞きます。

また、去年の豪雨災害による樹園地の冠水被

害により、サクランボの木が弱っている状況

もあります。 

   河北町では、いわゆるふるさと納税でもサ

クランボを重要な品目として挙げていますが、

サクランボの今年の生産の見通しについて伺

います。併せて、ふるさと納税分は確保でき

ているのか、伺います。 

   ３番目として、所得向上対策について伺い

ます。 

   近年の環境変化による農作物の被害の中で、

農家の所得も不安定になってきています。

先々の見通しがないと、営農継続や資産設備

の投資も踏み切れないと思います。河北町の

農家所得向上対策について伺います。 

   次に、質問事項の３として、自殺対策につ

いて伺います。 

   １番目として、自殺の予防について伺いま

す。 

   自殺の実態から見る重点的に取り組む対策

は何か、伺います。 

   令和２年中における自殺者数は２万1,081

人となり、対前年比も912人で約4.5％の増で

す。 

   男女別に見ると、男性は11年連続の減少、

女性は２年ぶりの増加となっています。また、

男性の自殺者数は女性の約２倍となっていま

す。 

   令和２年は、元年と比較して20歳代が大き

く増加し、404人の増加となりました。 

   自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

あります。自殺の背景には、精神保健上の問

題だけではなく、過労、生活困窮、育児や介

護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要

因があることが知られています。 
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   新型コロナの影響により、社会全体の自殺

リスクが高まっていること、自殺の要因とな

る雇用、暮らし、人間関係の問題が悪化して

いることがあると考えられます。 

   もとより諸外国と比べて高い日本の自殺率

です。 

   自殺は、誰にでも起こり得る社会的な問題

です。新型コロナ禍で急増する女性、若者の

自殺。自殺は、個人ではなく社会の問題です。 

   日本における自殺者数は、1997年までは２

万人台の前半で推移していました。しかし、

1997年11月の経済危機が起きた翌年に、自殺

が急増しました。年間ベースで8,500人も増え

て、３万人を超える人が自殺で亡くなる事態

となりました。そして、コロナ禍の現在も、

当時と似た状況になりかねないと懸念してい

ます。 

   新型コロナウイルス感染症の感染の拡大は、

多くの人に経済的なダメージを与えています。

特に女性雇用者への影響が大きく、その脅威

は中でも女性非正規雇用に襲いかかり、生活

の困窮につながっています。新型コロナの影

響による雇用状況の悪化で、女性非正規雇用

者が雇用調整に使われること、雇い止めに遭

っているのだと考えます。 

   生活保護の扶助の種類から、増加している

扶助から具体的な経済的な困窮の状況が見え

てくると思います。 

   一般生活を行っている女性たちが、経済的

理由から生活苦に陥り、自殺を選んでいると

すれば、悲惨な話です。こうした被害者が出

ないように、目配りをすべきだと考えます。

重点的に取り組む対策は何か、伺います。 

   ２番目として、学校教育現場における自殺

予防について伺います。 

   若年層では小学生が15人、中学生が145人、

高校生が338人で、合計498人です。教育現場

での自殺や、それにつながるいじめ対策など

について考えを伺います。 

   以上、お伺いします。 

○漆山光春議長 11番石垣光洋議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 11番石垣光洋議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、新型コロナウイルス感染症対策に

ついてお答えいたします。 

   まず、１点目のワクチン接種の見通しでご

ざいます。 

   町では、高齢者の接種につきまして、サハ

トべに花を会場に、１回当たりの接種人数を

増やした集団接種を行い、現在、７月末まで

完了に向けた取組を進めているところであり

ます。 

   16歳から64歳までの方の接種につきまして

は、現在行っている高齢者の方の接種が終了

し、ワクチンの供給状況量などを踏まえなが

ら、順次接種を行っていくこととしたいと考

えております。具体的な開始時期、実施体制、

進め方など、現在、町医師会にご相談申し上

げながら、検討を急いでいるところでありま

す。 

   ２点目のコロナウイルス感染の検査につい

て申し上げます。 

   現在、町では今年の３月23日から県立河北

病院に設置された山形県ＰＣＲ自主検査セン

ターで検査を受けた方に対して、検査費用の

半分の2,500円を助成しております。 

   町内在住の方で、この自主検査センターで

受検された方は昨年度、令和２年度で５名、

令和３年度に入ってから５月24日現在で31名

の方が利用されているという状況であります。 

   また、発熱等の症状がある方は、県が診療・

検査医療機関として指定した医療機関を受診

し、診療や検査を受けていただいております。 

   ＰＣＲ自主検査体制の拡充につきましては、
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その前提として検査の人的体制の確保が必要

となってまいるわけでございますけれども、

クラスターなど感染の拡大を防止する策とし

て重要な課題であるというふうに思いますの

で、県町村会などでも議論を行いながら、県

などへの要望も検討してまいりたいと考えて

おります。 

   ３点目の今後の町の対応について申し上げ

ます。 

   ５番議員もご承知のとおり、新型コロナウ

イルス感染症の影響により町内経済は非常に

大きな影響を受けていると認識しております。

中でも飲食業をはじめ交通事業者など、特に

影響が大きいと認識しております。 

   令和２年度には、影響の大きい業種を中心

とした支援策として、かほく応援券発行事業、

河北町交通事業者等支援事業、河北町飲食業

緊急支援事業などを実施してまいりました。 

   今年度に入りましても、県内でも依然とし

て感染拡大の状況が続いている中で、高校や

飲食店での集団感染が確認されてきたところ

であります。 

   今後の支援策といたしまして、既にご可決

いただいておりますが、売上げ減少率の大き

い事業所への持続化支援金事業として、地元

消費の拡大及び地域経済の活性化を図るため、

町民１人当たり3,000円分の応援券を世帯ご

とに配付し消費喚起を行うかほくほくほく応

援事業を実施してまいります。 

   次に、農業政策についてお答えいたします。 

   １点目の、米価の下落が予想されるが、そ

の対策についてという点でございます。 

   米政策につきましては、平成30年産から見

直しが行われ、国が配分してきた生産数量目

標に代わって、県農業再生協議会が市町村ご

とに地域農業再生協議会へ生産の目安を提示

することになりました。将来にわたって意欲

を持って稲作経営を行っていただくため、全

国的な需要に応じた米生産による価格の安定

を目指し、米作りに取り組んできたところで

あります。 

   最近の動向を申し上げますと、全国の令和

２年産の主食用米の作付面積でございますが、

都道府県ごとの増減はございますが、令和元

年産の137万9,000ヘクタールから１万3,000

ヘクタール減少いたしまして、136万6,000ヘ

クタールとなっております。 

   戦略作物等は、新市場開拓用米や米粉用米、

備蓄米が増加する一方、加工用米、飼料用米

が減少いたしました。 

   米の相対取引価格は、年産平均で元年産が

60キログラム当たり１万5,716円、令和２年産

は令和３年４月末現在時点で１万4,860円と

856円下がっている状況です。 

   令和３年産米をめぐる需給の見通しでござ

いますが、人口減少による需要の低下に加え、

新型コロナ禍による影響も相まって需要が下

がる一方で、在庫量は多い状況であります。 

   こうしたことから、農林水産省においては

令和３年産主食用米等生産量の見通しを令和

２年産から30万トン減の693万トンと示して

おります。 

   県における生産の目安は、令和２年産から

7,500トン少ない33万3,500トン、面積換算で

５万5,769ヘクタールとなっており、河北町に

おいては２年産から124トン少ない5,713トン、

面積換算で901ヘクタールと示され、市町村間

の調整も行い、929ヘクタールが令和３年産の

生産の目安となっております。 

   田植えが終わった現在として、その目安の

目標を達成することがまずもって一番の対策

と考えております。 

   今後取り組んでいくものとして、町の農業

再生協議会では、国や県協議会からの情報な

どにより、水田でどの作物をどれだけ推進す

るかなどを決定する水田収益力強化ビジョン
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を作成することとなっておりますので、その

内容を生産現場に周知してまいります。 

   また、経営所得安定対策による収入減少影

響緩和交付金として、米価等が下落し、対象

農業者の標準的な収入の額を下回った場合に、

その差額の９割を対象として国費を財源とす

る交付金の交付、それに伴い農業者が自ら積

み立てている積立金の返納により補塡する制

度も活用しております。 

   なお、令和元年度からは全ての農産物を対

象に収入減少を広く補塡する収入保険制度も

実施されており、河北町では令和３年２月15

日現在の数値でありますけれども30の経営体

が加入している状況であります。 

   さらに、「山形おいしさ際立つ！米づくりプ

ロジェクト本部」が主催する2020年度県産米

食味コンクールで、「つや姫」と「雪若丸」の

部で４名の生産者が本町から受賞しており、

山形県知事賞を2018年から３年連続で受賞す

るなど、実績もございます。河北町産米がお

いしい米であることを広くＰＲするとともに、

ふるさと納税制度の中でも紹介し、消費の拡

大に努めてまいります。 

   今後とも国、県、農協等からの情報を把握、

注視し、また連携しながら、状況の把握に努

め、需要に応じた生産・販売を推進してまい

りたいと考えております。 

   ２点目のサクランボの生産見通しについて

申し上げます。 

   ＪＡさがえ西村山の調査によりますと、今

年のサクランボは４月10日、11日、15日の低

温と降霜があり、佐藤錦で20％から60％、紅

秀峰で40％から80％程度の雌しべの枯死が発

生いたしました。 

   また、受粉の環境として、満開期での天候

は晴れ間が少なく、風の強い日が多かった影

響で、ミツバチやマメコバチなどの訪花昆虫

の活発な活動の期間が短かったと推定されて

おり、人工授粉の対応などに大きく左右され

る結果となりました。 

   ５月27日、県から令和３年産のサクランボ

の作柄調査結果が発表されました。新聞報道

でも「県産初の１万トン割れ」と報道されま

したように、県の予想収穫量は9,500トンで、

作柄は「少ない」という、５段階評価の一番

低い作柄となっております。 

   ＪＡさがえ西村山の調査でも、町内の園地

の着果数は過去10年の平均でも最も低い結果

となっております。 

   住宅街の多い谷地地区の園地と山間部の北

谷地地区よりも、平場の西里地区、最上川沿

いの園地が多い溝延地区は、これまでにない

少ない着果数となっていると見ております。 

   予想収穫量は、昨年の35.4ポイント低く見

込んでおりますけれども、地域や園地によっ

てばらつきもあるようであります。 

   県においては、６月２日、サクランボの凍

霜害等に関し、各種の支援事業をまとめた緊

急パッケージを発表しております。 

   町といたしましては、営農意欲と農業生産

の維持、向上が図られるよう、関係機関と連

携を取りながら、早期の収穫と出荷を呼びか

けていくとともに、農家支援については県や

ＪＡグループと協議し、検討を進めてまいり

たいと考えております。 

   議員から併せて質問が出されているふるさ

と納税分の確保につきましては、ＪＡさがえ

西村山とも話合いを持ち、協力の確認を行っ

ているところであります。 

   ３点目の所得向上対策について申し上げま

す。 

   これまで町内では、肥沃で平たんな恵まれ

た土地条件、国営寒河江川基幹水利事業によ

る安定的な水利条件の下、水稲を基幹とし、

サクランボなどの果樹、野菜、花卉などの施

設園芸作物を組み合わせた複合経営形態の農
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業が営まれてきました。 

   今年度の主な対策として、サクランボの新

品種であります「やまがた紅王」などの生産

の支援として、苗木購入や雨よけハウス整備

に支援し、今後の所得向上に期待していると

ころであります。 

   また、グローバル産地づくり推進事業とし

て、イタリア野菜などの販路拡大による６次

産業の推進と農商工連携の強化を推進してま

いります。 

   また、若者の担い手、新規就農者の育成と

して、国の助成金や農業用機械購入の支援を

行い、バックアップも行っているところであ

ります。 

   今後とも販売額向上を目指す農家の生産性

及び所得向上の推進のため、国、県の補助事

業等での支援体制について継続して情報を共

有し、関係団体と共に町の農業振興に努めて

まいります。 

   令和元年６月５日のひょう、突風、集中豪

雨による被害、令和元年10月の台風19号によ

る被害、令和２年７月豪雨による洪水被害、

令和２年12月からの豪雪による被害、またこ

のたびの凍霜害と、立て続けに自然災害に遭

っている状況にあります。自然災害に対応で

きる先端技術を活用した栽培管理システムの

開発や施設導入なども今後の検討課題になっ

ているのではないかと考えております。 

   次に、自殺対策についてお答えいたします。 

   １点目の、自殺の予防について、自殺の実

態から見る重点的に取り組む対策は何かのご

質問に対して申し上げます。 

   河北町では、誰も自殺に追い込まれること

のない町を目指して、平成31年３月に町の自

殺対策計画を策定しております。 

   自殺の背景には、健康問題、経済・生活問

題、家庭問題など様々な要因が複雑に関係し

ており、社会的な要因の変化により自殺者の

状況も変化していると考えております。 

   議員がおっしゃるとおり、厚生労働省自殺

対策推進室のデータによりますと、全国の自

殺者数は全体として平成23年以降は減少傾向

でありましたが、令和２年には増加しており

ます。 

   河北町の近年の自殺状況につきましては、

河北町地域自殺実態プロファイルによります

と、平成25年の８人をピークに減少傾向にあ

り、直近のデータでは令和元年が１名となっ

ております。特徴としては、女性の60歳以上

の方が多く、健康問題が要因の１位に挙げら

れております。その他の要因としては、失業

や介護の悩み、過労、職場の人間関係、生活

苦などがあるようであります。 

   昨年からの新型コロナウイルス感染拡大の

影響を受け、多くの方が健康面や経済面など

様々な不安を抱えながらの生活を強いられて

おり、長期化もしております。 

   こうした状況を踏まえ、町の対策といたし

ましては、高齢者、生活困窮者、勤務・経営

などについて重点的に取り組むことが必要で

あると考えております。 

   また、町の自殺対策計画にもありますよう

に、町民一人一人が住み慣れた地域で孤立す

ることなく安心して暮らせるよう、町民一人

一人が身近にいるかもしれない自殺を考えて

いる人のサインに早く気づき、相談機関や医

療機関につなぎ、その指導・助言を見守るゲ

ートキーパーになることが必要と考えており

ます。 

   ２点目の学校教育現場における自殺予防に

ついて申し上げます。 

   第６次山形県教育振興計画（後期計画）に

おきましては、目指す人間像として「「いのち」

をつなぐ人」を掲げ、自分の存在や生き方を

大切にしながら、多様性や個性を受け止め、

他者の命や生き方を尊重する教育を推進する
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とされております。 

   それを受けて、町では第２次河北町教育振

興計画において、基本方針１に「自他の「い

のち」を尊重し、豊かな心と健やかな体を育

む教育を推進する」を掲げ、各学校での「い

のちの教育」の推進に取り組んでいるところ

であります。 

   自殺予防においては、自分の本心を言える

人がいること、話を聞いてくれる人がいるこ

と、自分の考えに共感してくれる人がいるこ

とが重要であります。そのため、学校におき

ましては、子供が自分の口から悩みや相談事

を話せるよう、発達段階に沿った対応の工夫

をしております。 

   一例を申し上げますと、昨年度、河北中学

校では生徒を取り巻く生活全般について、

１・２年生を対象とした教育相談を実施して

おります。放課後に一定期間を設け、教師と

生徒の二者面談を「学年担任制」という方法

で行いました。通常、３年生の進路相談がメ

インとなる三者面談は学級担任が行いますが、

学年担任制はその学年を担当する９名の教員

の中で、相談したい先生を生徒に選択しても

らう方法でございます。生徒にとって、自己

開示しやすい環境となり、教員にとっては生

徒理解につながるよい機会になったと考えて

おります。 

   また、学校でのいじめの実態については、

令和２年度の認知件数は令和元年度より増加

いたしております。その要因としては、昨年

度、休校明けから感染症に対する差別と偏見

を生み出さないように注意深く児童生徒の様

子を観察し、小さなことでもいじめと認知し

て、指導に当たったためであると捉えており

ます。 

   学校での取組としては、子供に自己決定の

場を与える、自己存在感を与える、共感的な

人間関係を育成するといった３つの機能を意

識した授業づくりを心がけております。特別

の教科道徳や学級活動の時間だけではなく、

あらゆる教科で実践し、積み上げることで、

子供たちの自己肯定感が高まり、周りに認め

られている実感が次の意欲へとつながります。

子供の実態をつかみ、明日が待ち遠しい学校

活動づくりに励み続ける教師の姿勢そのもの

が、自殺やいじめを防止することにつながる

とも考えております。充実した学級・学校運

営に取り組んでまいります。 

   以上、お答えいたします｡ 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

   それでは、再質問を行います。 

   まず最初に、農業政策についてお伺いしま

す。 

   まず、地代の見直しについて伺います。 

   新型コロナウイルス感染拡大による需要の

喪失から、2021年産米の昨年以上の米価下落

が危惧されています。米の概算金なども低水

準に下落しかねず、多くの米農家が米作りか

ら撤退することにつながりかねません。コロ

ナ禍というかつて経験したことのない危機的

事態の中で、農業者の経営と地域経済を守る

ためには、従来の政策的枠組みにとらわれな

い対策が求められます。 

   農水省の農業経営統計調査によりますと、

令和元年産米の10アール当たり資本利子・地

代金額算入生産費は12万9,500円で、60キロ当

たり全算入生産費は１万5,155円であります。

米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、

多くの稲作農家は作り続けられなくなる状況

が生まれてきます。 

   また、安い米の定着によって、生産者だけ

ではなく、米の流通業者の経営も立ち行かな
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くなる状況になると思います。 

   こうした中では、農地を集積し、大規模・

効率化を図ろうとしているが、この低価格で

は規模を拡大した集落営農や法人ほど赤字が

拡大し、経営危機に陥りかねません。 

   平成25年度までは、米、麦、大豆などの主

要農作物の生産を行った販売農業者に対して、

生産に要する費用と販売価格との差額を基本

に交付する農業者戸別所得補償制度が取られ、

多くの稲作農家の再生産と農村を支えていま

した。 

   米価が下落すれば、稲作経営が成り立たな

くなるばかりか、水田が持つ多面的機能も喪

失し、地域経済をますます困難にしてしまう

ことは明らかであります。 

   農地耕作者は、耕作の受け手として規模拡

大をしていますが、地代の負担が大きくなっ

てきます。河北町の地代について、見直しの

見通しなど検討されているのか、伺います。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 大

変米価が下落するというおそれが、現在農業

者間のほうでは話し合われているところでご

ざいます。本当に米価については心配される

状況と。これまでにないコロナウイルスで外

食産業などで消費が停滞しているということ

で、本当に心配なところであります。 

   先ほど石垣議員からありました地代につい

てでありますけれども、平成21年まで農地法

上、農業委員会のほうで標準耕作料というこ

とで作成する義務がございました。平成21年

に法改正がありまして、農業委員会のほうで

標準耕作料をつくるという義務がなくなりま

して、農地地代が高額であれば農業委員会の

ほうで勧告する制度もありましたけれども、

それもなくなったという状況が今現在まで続

いているところであります。 

   それ以後、河北町では参考賃借料設定協議

会で参考的な賃借料をつくっているところで

ございます。これについては、令和元年に見

直されまして、今現在の参考的な賃借料を設

定をしているところであります。農業情勢が

変われば、その都度見直されるというような

ことを行っておりますけれども、なかなか現

在農業者のほうも大変な状況で、農業情勢に

ついて今後の推移を見ていくというようなこ

とが必要ではないかというふうに考えてござ

います。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） ありがとうございます。

今後の推移を見ていくということでございま

すけれども、注意深く見守っていっていただ

きたいと思います。 

   次に、経営所得安定対策についてお伺いし

ます。 

   先ほどの町長答弁でもありましたけれども、

様々な施策を町としても利用しながら行って

いるということでございます。その中で、ナ

ラシ対策、収入減少影響緩和交付金、ゲタ対

策、農作物直接支払交付金、水田活用の直接

支払交付金等があります。その中で、対象者

は認定農家や集落営農組合、あと新規の就農

者等だと思いますけれども、ほとんどの稲作

農家が河北町では該当すると考えてよいのか、

伺います。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 令

和３年作につきましての経営所得安定対策の

加入状況については、６月30日まで加入申込

みの期間となってございます。 

   令和２年の収入減少影響緩和交付金のナラ

シ対策についてでありますけれども、米の加

入状況で申しますと９の集落営農で230農家

ほど、あと認定農業者や新規就農者で20件ほ

どの加入者があるというふうな状況でござい

ます。そのほかに、全体的に収入保険制度が
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ありまして、それでカバーされているという

ようなことで、合わせて280戸ほどの農家が加

入しているということで、ほぼ全ての農家が

加入しているというふうに考えてございます。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） ありがとうございます。

よほどの暴落がない限りは、ある程度は対策

なされるんだろうと思っております。その中

でも、やはり各関係者と相談の上、田植えが

終わったばかりですけれども、９月、出来秋

に向けて努力をお願いしたいと思います。 

   次に、農業施設の被害の対策についてお伺

いしたいと思います。 

   答弁書にも、県の補助事業、国の補助事業

を利用しながら対策を行っていくということ

でございますけれども、一層の助成を県に求

めていただきたいと思います。 

   昨年12月から今年にかけて、大雪により農

業施設に対する被害がありました。山形県で

は、35市町村のうち34市町村に及んだという

ことで、甚大な被害、総額で20億円ほどの被

害ということでございます。一層の助成を県

に求めることをお願いしたいと思いますが、

考えを伺います。 

○漆山光春議長 「増川農林振興課長」 

○増川仁農林振興課長併農業委員会事務局長 令

和２年12月からの大雪によりまして河北町に

も被害があったほかに、令和２年７月の豪雨

災害ということで、それからまた今回の凍霜

害ということで、立て続けに気象災害により

ます被害に遭っているところであります。本

当に気象状況が一方的に偏るというようなと

ころで、自然災害の恐ろしさを感じていると

ころでありますけれども、この中で農業をや

っていくというようなことで使命でございま

すので、自然に対する農業の備えというよう

なことで、機械設備などについても考えてい

かなければならないというふうに考えてござ

います。 

   今回の凍霜害につきましては、気象災害対

策施設整備等緊急支援ということで、霜被害

を想定した機械設備などをパッケージなどで

県のほうから交付を待っているところでござ

います。 

   大雪、あと凍霜害を含めまして、農家の意

見を広く聞いて、県のほうに要望などを行っ

ていくというようなことが肝要だと考えてご

ざいますので、関係機関と相談の上、その対

策について協議していきたいというふうに考

えてございます。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

   次に、新型コロナウイルス感染症対策につ

いてお伺いします。 

   町では順調にワクチンが接種されているわ

けですけれども、やはり自治体からワクチン

を広げていく、そういうことしか新型コロナ

ウイルスについてはないんだろうと思います。

ＲＮＡウイルスは変異しやすいウイルスで、

日本では感染を繰り返している地域もありま

す。集団免疫ということが言われております

けれども、集団免疫の達成には人口の70％が

なることが鍵ということですけれども、自治

体からワクチンを加速化することが大事です。

集団免疫が獲得されれば、感染者数や死者数

が大幅に減少し、経済活動も活発に行えるよ

うになると思います。 

   その中で、答弁では７月末まで65歳以上の

方、その後、国からのワクチンの配付を見て

16歳から64歳までの町民に広げていくという

ことでしたけれども、そういう場合には医療

施設や介護施設、あるいは保育、学校、そう

いうところの従業者を優先してお願いをした

いと思います。 

   日本では、ＰＣＲ検査を健康保険から外し
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て医療費を抑制しておりますけれども、精密

医療がなかなかできない状況です。検査した

り、病院に行ったり、隔離したりするのが当

たり前だと思います。これまで社会的検査を

行ってこなかったので、ＰＣＲ検査自体、自

治体が小学校、中学校、介護施設、保育施設

など、完全に押さえていない状況です。結果

として何が起きたかというと、実質ＧＤＰ、

成長率が緊急事態宣言下では、５番議員の質

問でもありましたが、日本だけ突出して不況

になり続けています。コロナ対策と経済対策

は表裏一体であります。コロナの今の状況は、

病気じゃない人には検査はしませんよという

状況です。だから保険は使えませんよという

状況。こういう事態が、物すごく検査の抑制

になってきてしまいました。普通の人が平等

に平均的な医療が受けられるはずだという皆

保険だったり、日本で割と隅々まで行ってい

たはずの医療も、一部の人は受けられないと

いう状況にまで医療が崩壊してしまったとい

う状態になってしまいました。 

   こういう中で、ワクチンの65歳以上の接種

が始まりました。ワクチンの予約を取ってい

ない人を、自治体から掘り起こしていくしか

ないと思います。ＰＣＲ自主検査体制の拡充

は県などに要望していくという答弁でござい

ました。今、ＰＣＲ検査は手作業ではなく自

動化の時代です。テレビでは手作業での検査

が放映されますが、世界では自動化が進んで

います。河北病院のＰＣＲ検査は、河北では

５月24日現在で31名ということでした。オリ

ンピックでは、関係者は毎日検査ということ

であります。町独自のＰＣＲ検査の導入も検

討すべきと考えますが、考えを伺います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ＰＣＲ検査に関しまし

ては、各病院で昨年度の３月から実施されて

いる状況にございます。ただ、現在もですが

予約がいっぱいであるというのは変わってい

ないような状況でございます。６月いっぱい、

30名で埋まっているような話でございました。 

   町でのＰＣＲ自主検査の実施ということな

んでしょうけれども、今のところ町としまし

ては河北病院の自主検査センターでの検査に

対する助成、あるいは高齢者施設関係につき

ましては感染拡大防止のための商品の購入費

用、それからＰＣＲ検査を実施した場合の手

数料の費用も補助で見させていただいており

ますので、そういったことでの対応というふ

うにはなるかと思っております。できるだけ

ワクチン接種を早く進めていきたいというよ

うには思っているところでございます。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

   次に、ニュースで知っておられる方もおる

と思いますけれども、今年２月に関西の小学

校で男子生徒が持久走でマスクを着用して亡

くなったというニュースがありました。コロ

ナ禍の中での学校での体育などの指導につい

て、河北町として注意喚起をどのように行っ

ているのか、お伺いします。 

   マスクをすると、十分な呼吸ができなくな

るリスクや熱中症になるリスクが指摘されて

おります。体育の授業等においては、マスク

は必要ない旨の通知がスポーツ庁ですか、そ

こから出されていると思いますけれども、河

北町として注意喚起についてお伺いします。 

○漆山光春議長 「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 コロナ禍における体育

の授業等につきましては、県の通知を受けま

して、各小中学校宛てに体育の授業等におい

てはマスクを外して授業を行う等の通知につ

いて周知を図っているところであります。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 言っては悪いですけれ
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どもこの事案は、子供を守るのは大人の責任

なので、指導があるからとか何とかではなく

て、現場で子供の体調を見ながらやるべきだ

ろうとは思います。まず大人が子供を守る、

そういう意識を持って、コロナ禍での体育と

いうことで指導はお願いをしたいと思います。 

   次に、中学生のメンタルヘルスということ

で、「いのちの教育」についてお伺いします。 

   心の問題を考えるための副読本というのが

群馬県やいろんな自治体の事例なんかを見て

いると出てきます。 

   町長答弁では、「学年主任制」ということで

先生たちが面談を行うということでございま

すけれども、そこまでいかないうちに、パン

フレット等で各生徒に自分の心や体、そこら

辺の変異について理解していく、あとその解

決方法も副読本みたいなのには載っておりま

すので、そういうものを見て、各人でいろん

な課題が一人一人あると思います。全ての問

題について先生たちが答えられるわけでもな

いので、そこら辺については自分で考えられ

る人もいると思います。思春期には誰もがい

ろいろな問題で悩むものでありますけれども、

その悩みを乗り越えていくことが人としての

成長につながります。ですから、多くの問題

で悩むという経験を持つことはよいことです。

それによって心が強くなり、将来出会う問題

をうまく解決する方法を身につけることもで

きると思います。また、高校、あるいは社会

に出てからも、そういう心と上手に付き合う

方法、対処する方法などが分からなくなって

しまったときに、あるいはこの「いのちの教

育」について学んだことなどが自分で自分を

解決に向かわせる方向になると思います。副

読本など、前向きな検討をお願いしたいと思

いますが、考えを伺います。 

○漆山光春議長 「鈴木学校教育課長」 

○鈴木淳子学校教育課長 学校以外での相談窓口

としまして、教育委員会のほうではカウンセ

リング、教育相談のご案内ということで、教

育相談員、適応指導教室、スクールカウンセ

ラーのほかに、山形県の教育センター、村山

教育事務所、寒河江警察署生活安全課という

ことで、チラシを保護者の方宛てに渡してお

ります。その中で、県の教育センターのほう

では「いじめ24時間相談ダイヤル」でありま

すとか「子供ＳＯＳダイヤル」というのもあ

りますので、保護者の方、あと児童生徒にも

気軽にご相談していただきたいということで、

ご案内をしているところです。 

   自殺予防においては、町長答弁にもありま

したけれども、自分の本心が言えること、あ

と話を聞いてくれる人がいること、あと共感

してくれる人がいること、そのようなことが

重要でありますので、学校の中におきまして

も引き続き相談しやすい体制づくりというの

に努めてまいりたいと考えております。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 一人一人相談しやすい

状況ということで、よろしくお願いしたいと

思います。 

   自分の心との向き合い方を学べば、日本の

場合40歳代ぐらいまで死因の１位は自殺とい

うことですので、そういう困難な状況に追い

込まれた場合であっても自殺まで行かないで

済むような、そういう心のテクニックと言っ

ては何ですけれども、そういうことができる

ようになると思いますので、引き続き、毎年

のことなんでしょうけれども、先生方もスキ

ルアップはしていくんでしょうけれども、そ

こら辺は社会状況を見ながら適切に対応をお

願いしたいと思います。 

   あと、自殺対策として、住民への啓発と周

知についてお伺いしたいと思います。 

   自殺に追い込まれるという危機は誰にでも

起こる危機であります。危機に陥った場合に
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は、誰かに援助を求めることが適当であると

いうことが社会全体の共通認識となるように、

積極的に普及啓発を行う必要があると思いま

す。家族として、あるいは地域の人間として、

また職業人として、自分と周りの人たちがよ

りよく生きやすくなるために、自分に何がで

きるかを考えようとするのであれば、いろん

なこういう住民への啓発、周知も行政として

必要だと思います。啓発や周知、あるいは保

健師による専門家の講演など、考えられるの

かお伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 町長答弁にもありまし

たけれども、河北町におきまして平成31年３

月に河北町自殺対策計画を策定させていただ

きました。この内容としましては、自殺に追

い込まれるような方を見つけたら、町民一人

一人みんながゲートキーパーとなって、公的

機関につないでいただく、そういった形で呼

びかけをさせていただいているところでござ

います。そういったことで、河北町の自殺者

数は毎年減っているのが現状でございます。

心の健康といいますか、自殺対策計画を策定

して以来、そういったことに力を入れながら、

講演とかそういったものもさせていただいて

いるところでございます。今後とも自殺対策

には力を入れていきたいというふうに思って

おります。 

○漆山光春議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 交通事故では死亡事故

ゼロを目指すということになります。同じよ

うに、自殺でもゼロを目指すのが当たり前だ

と思います。また、コロナについても死亡者

ゼロを目指す。何でも、災害や社会のこうい

う事案についてはゼロを目指す、そういう気

持ちで対策を行っていただきたいと思います。

終わります。 

○漆山光春議長 以上で11番石垣光洋議員の一般

質問を終わります。 

   以上で本日の日程は全部終了しました。 

   明日６月８日は午前９時までご参集願いま

す。 

   本日はこれをもって散会します。 

   お疲れさまでした。 

午後３時２２分  散 会 
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